
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

（令和３年２月 24 日） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泉大津市議会令和３年第１回定例会会議事項 
 



会    議    事    項 
 

種 別 番 号 事           件           名 ページ

報 告 １ 専決処分報告の件（令和２年度泉大津市一般会計補正予算

の件） ５

同 ２ 専決処分報告の件（令和２年度泉大津市一般会計補正予算

の件） 

同 ３ 令和元年度健全化判断比率報告の件 

同 ４ 令和元年度資金不足比率報告の件 

議 案 １ 泉大津市事務分掌条例の一部改正の件 

同 ２ 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 

同 ３ 泉大津市保育所設置条例の一部改正の件 

同 ４ 泉大津市介護保険条例の一部改正の件 

同 ５ 泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件 

同 ６ 泉大津市立図書館整備工事請負契約の一部変更の件 

同 ７ 令和２年度泉大津市一般会計補正予算の件 

同 ８ 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の

件 

同 ９ 令和２年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件 

同 １０ 令和２年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件  

同 １１ 令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算の件  

同 １２ 令和３年度泉大津市一般会計予算の件 別 冊
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４７

４９

５１

５９
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６９

８７

１０７

１１３

１６７

１８９

２０９

２２５



種 別 番 号 事           件           名 ページ

議 案 １３ 令和３年度泉大津市土地取得事業特別会計予算の件 別 冊

同 １４ 令和３年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算の件 同 

同 １５ 令和３年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の件 同 

同 １６ 令和３年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算の件 同 

同 １７ 令和３年度泉大津市水道事業会計予算の件 同 

同 １８ 令和３年度泉大津市下水道事業会計予算の件 同 

同 １９ 令和３年度泉大津市病院事業会計予算の件 同 
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報告第１号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 １ 

専 決 年 月 日 令和２年１２月９日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第７

号） 
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令 和 ２ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第７号）
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専決第１号 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和２年度泉大津市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７，１１６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，８３８，２４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年１２月９日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第　 入

2 国庫補助金 9,6

　

99,142 47,1

歳

16 9,746,25

　

8

歳　

出

　入　　合　　計 40

　

,791,128 47

予

,116 40,838

　

,244

歳　　出

算

（単位：

　

千円）

款 項 補正前の額

１ 補

補　正　額 計

　

3 民生費 14,0

正

83,224 47,1

歳

16 14,130,3

　

40

2

　

児童福祉費 4,969

入

,831 47,116 5,016,947

歳　　出　　合　　計 40,7

　

91,128 47,116 40,838,244

（単位：千

表

円）

款 項 補正前の額 補

　

　正　額 計

 

14 国庫支出金 14

 

,747,106 47

歳

,116 14,794

　

,222

− 10 −



第　 入

2 国庫補助金 9,6

　

99,142 47,1

歳

16 9,746,25

　

8

歳　

出

　入　　合　　計 40

　

,791,128 47

予

,116 40,838

　

,244

歳　　出

算

（単位：

　

千円）

款 項 補正前の額

１ 補

補　正　額 計

　

3 民生費 14,0

正

83,224 47,1

歳

16 14,130,3

　

40

2

　

児童福祉費 4,969

入

,831 47,116 5,016,947

歳　　出　　合　　計 40,7

　

91,128 47,116 40,838,244

（単位：千

表

円）

款 項 補正前の額 補

　

　正　額 計

 

14 国庫支出金 14

 

,747,106 47

歳

,116 14,794

　

,222
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令和２年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第７号）
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歳 入 別

歳　　入　　合

明

　　計 ４０，７９１，

細

１２８ ４７，１１６ ４

書

０，８３８，２４４

歳

１  総　　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

14

予

国庫支出金 １４，７４

算

７，１０６ ４７，１１

事

６ １４，７９４，２２

項

２
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歳 入 別

歳　　入　　合

明

　　計 ４０，７９１，

細

１２８ ４７，１１６ ４

書

０，８３８，２４４

歳

１  総　　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

14

予

国庫支出金 １４，７４

算

７，１０６ ４７，１１

事

６ １４，７９４，２２

項

２
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6 14,130,340 47,116

歳 出 合 計 40,791,128 47,116 40,838,244 47,116

歳　　出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3 民生費 14,083,224 47,11
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6 14,130,340 47,116

歳 出 合 計 40,791,128 47,116 40,838,244 47,116

歳　　出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3 民生費 14,083,224 47,11
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２　

 国庫補助金

節
目 補正前の額 補　正

補

　額 計 説 明
区　　分 金

　

　　額

正　

2 民生費国庫補

前

助金 372,835 4

補

7,116 419,9

　

51 2 児童福祉費補助

歳

正

金 47,116 ひとり

　

親世帯臨時特別給付金

額

給付事業補助金

計

千円

計 9,699,14

千

2 47,116 9,7

円

46,258

千円

　

14,747,106

　

47,116 14,7

入

94,222

(款) 14 国庫支出金

（単位：千円）

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2
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２　

 国庫補助金

節
目 補正前の額 補　正

補

　額 計 説 明
区　　分 金

　

　　額

正　

2 民生費国庫補

前

助金 372,835 4

補

7,116 419,9

　

51 2 児童福祉費補助

歳

正

金 47,116 ひとり

　

親世帯臨時特別給付金

額

給付事業補助金

計

千円

計 9,699,14

千

2 47,116 9,7

円

46,258

千円

　

14,747,106

　

47,116 14,7

入

94,222

(款) 14 国庫支出金

（単位：千円）

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2

２　

 国庫補助金

節
目 補正前の額 補　正

補

　額 計 説 明
区　　分 金

　

　　額

正　

2 民生費国庫補

前

助金 372,835 4

補

7,116 419,9

　

51 2 児童福祉費補助

歳

正

金 47,116 ひとり

　

親世帯臨時特別給付金

額

給付事業補助金

計

千円

計 9,699,14

千

2 47,116 9,7

円

46,258

千円

　

14,747,106

　

47,116 14,7

入

94,222

(款) 14 国庫支出金

（単位：千円）

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2
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３　

本　年　度　の　財

補

　源　内　訳 節 説　　

　

　　　　　明
目 補正前

正

の額 補　正　額 計 特　

　

　定　　財　　源
一般

前

財源 区　　分 金　　額

補

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

　

出金 地 方 債 そ の

歳

正

 他

　額 計

47,

千

116 5 ひとり親

円

世帯臨時特 3 職員手

千

当等 2703

円

母子福祉費 509,8

千

08 47,116 55

円

6,924 3 職員

　

1

手当等 270

4,

別給付

0

金給付事業 47,11

8

6 　時間外勤務手当

3

10 需用費 34

,

11 役務費 194

224

　

47

1

,

0 需用費 3412

1

委託料 338

16

　消耗品

1

費 2018 負担金

4

、補 46,280

,1

　印

出

3

刷製本費 14助及

0

び交付

金

,340

(

11 役務

款

費 194

) 3

　通信運搬費

 

84

民生

　振込手数料 11

費

0

（単位：

12 委託料 338

千円

　

）

電算処理委託料

(款) 3 

18 負

民

担金、補助及び交付金

生

46,280

費 (

　ひとり

項

親世帯臨時特別給付金

) 2 児

計 4,969

童

,831 47,116

福

5,016,947 4

祉

7,116

費

(項) 2 児童福祉費

− 20 −



３　

本　年　度　の　財

補

　源　内　訳 節 説　　

　

　　　　　明
目 補正前

正

の額 補　正　額 計 特　

　

　定　　財　　源
一般

前

財源 区　　分 金　　額

補

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

　

出金 地 方 債 そ の

歳

正

 他

　額 計

47,

千

116 5 ひとり親

円

世帯臨時特 3 職員手

千

当等 2703

円

母子福祉費 509,8

千

08 47,116 55

円

6,924 3 職員

　

1

手当等 270

4,

別給付

0

金給付事業 47,11

8

6 　時間外勤務手当

3

10 需用費 34

,

11 役務費 194

224

　

47

1

,

0 需用費 3412

1

委託料 338

16

　消耗品

1

費 2018 負担金

4

、補 46,280

,1

　印

出

3

刷製本費 14助及

0

び交付

金

,340

(

11 役務

款

費 194

) 3

　通信運搬費

 

84

民生

　振込手数料 11

費

0

（単位：

12 委託料 338

千円

　

）

電算処理委託料

(款) 3 

18 負

民

担金、補助及び交付金

生

46,280

費 (

　ひとり

項

親世帯臨時特別給付金

) 2 児

計 4,969

童

,831 47,116

福

5,016,947 4

祉

7,116

費

(項) 2 児童福祉費

３　

本　年　度　の　財

補

　源　内　訳 節 説　　

　

　　　　　明
目 補正前

正

の額 補　正　額 計 特　

　

　定　　財　　源
一般

前

財源 区　　分 金　　額

補

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

　

出金 地 方 債 そ の

歳

正

 他

　額 計

47,

千

116 5 ひとり親

円

世帯臨時特 3 職員手

千

当等 2703

円

母子福祉費 509,8

千

08 47,116 55

円

6,924 3 職員

　

1

手当等 270

4,

別給付

0

金給付事業 47,11

8

6 　時間外勤務手当

3

10 需用費 34

,

11 役務費 194

224

　

47

1

,

0 需用費 3412

1

委託料 338

16

　消耗品

1

費 2018 負担金

4

、補 46,280

,1

　印

出

3

刷製本費 14助及

0

び交付

金

,340

(

11 役務

款

費 194

) 3

　通信運搬費

 

84

民生

　振込手数料 11

費

0

（単位：

12 委託料 338

千円

　

）

電算処理委託料

(款) 3 

18 負

民

担金、補助及び交付金

生

46,280

費 (

　ひとり

項

親世帯臨時特別給付金

) 2 児

計 4,969

童

,831 47,116

福

5,016,947 4

祉

7,116

費

(項) 2 児童福祉費
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　一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（531）
475

692,867 1,687,654 1,512,133 3,892,654 691,842 4,584,496

補正前
（531）
475

692,867 1,687,654 1,511,863 3,892,384 691,842 4,584,226

比　 較
（0）
0

0 0 270 270 0 270

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,943 108,394 834,140 60,528 40,944 34,057 114,222 11,404

補　正　前 50,943 108,394 834,140 60,528 40,944 34,057 113,952 11,404

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 270 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,512,133

補　正　前 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,511,863

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 270

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（27）
463

1,662,710 1,364,854 3,027,564 574,747 3,602,311

補正前
（27）
463

1,662,710 1,364,584 3,027,294 574,747 3,602,041

比　 較 （0）
0

0 270 270 0 270

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,943 106,896 690,423 60,528 40,450 34,057 114,222 11,404

補　正　前 50,943 106,896 690,423 60,528 40,450 34,057 113,952 11,404

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 270 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,364,854

補　正　前 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,364,584

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 270

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
(504)
12

692,867 24,944 147,279 865,090 117,095 982,185

補正前
(504)
12

692,867 24,944 147,279 865,090 117,095 982,185

比　 較
(0)
0

0 0 0 0 0 0

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期　　 末 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務 退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 1,498 143,717 494 0 0 1,570 0 147,279

補　正　前 1,498 143,717 494 0 0 1,570 0 147,279

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 0 0

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

 区　　分   増減額(千円) 　増減事由別内訳（千円） 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考   説　明

270
その他の
増減分

職員手当 270 異動等による増
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報告第２号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ２ 

専 決 年 月 日 令和３年１月１３日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第８

号） 
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令 和 ２ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第８号）
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専決第２号 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和２年度泉大津市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３，３９３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，９０１，６３７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年１月１３日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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補
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正

0,901,637

前の額 補

　

　正　額 計

 

14 国庫支出金 14
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歳

286 14,803,

　

508
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令和２年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第８号）
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歳 入 別

繰入金 １，９４５，０

明

１９ ５４，１０７ １，

細

９９９，１２６

書

歳　　入　　合　　計 ４０，８３８，２４４ ６３，３９３ ４０，９０１，６３７

歳
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出

括
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補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

14

予

国庫支出金 １４，７９

算

４，２２２ ９，２８６

事

１４，８０３，５０８

項

18
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歳 入 別

繰入金 １，９４５，０

明
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7 10,497,343 54,107

4 衛生費 3,984,707 9,286 3,993,993 9,286

歳

歳 出 合

　

計 40,838,24

　

4 63,393 40,

出

901,637 9,2

（

86 54,107

単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 10,443,236 54,10
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２　

国庫補助金

節
目 補正前の額 補　正　

補

額 計 説 明
区　　分 金　

　

　額

正　

3 衛生費国庫補助

前

金 6,820 9,28

補

6 16,106 1 保健

　

衛生費補助金 9,28

歳

正

6 新型コロナウイルス

　

ワクチン接種体制確保

額

事業費補助金

計
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計 9,746,258

千

9,286 9,755
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,544

千
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円

額 計

千円 千円 千円

1,

　

1

945,019 54,

4

107 1,999,1

,
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(款) 18 繰入

7
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9
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節
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,
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,80

計 1,871,290
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3

54,107 1,92

,

5,397

508

(款) 14 国庫支出金

（単位：千円）

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2 
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３　

事者報償費10 需用費 594

11 役務費 1,640

10 需用費 59412 委託料 6,899

　消耗品費 409

　印刷製本費 185

11 役務費 1

本

,640

　年

　通信運搬費

　

1,526

度　

　診療所開

の

設申請手数料 18

　財

　広

補

　

報紙挟み込み手数料 9

源

6

　内　訳 節

12 委託料 6,89

説

9

　　

　電算処理委託料 5

　

　

,236

　　

　コールセン

　

ター業務委託料 1,6

　

63

明
目 補正前

正

の額 補　正　額 計 特　

　

　定　　財　　源
一般

前

財源 区　　分 金　　額

補

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

　

出金 地 方 債 そ の

歳

正

 他

　額 計

54,

千

107 5 泉大津市

円

ふるさと応 7 報償費

千
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円
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千

0 54,107 309

円

,957 7 報償費

　

1
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4
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4
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品11 役務費 5,

,

104

12 委託料

2

16,003

36

　

54,

11 役務

1

費 5,104

07
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1

クレジットカード収納

0

システム手

,4

  数料 1

出

9

,474
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　寄附申込シ
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0

3
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1

2 予防費 26
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269,838 7

務
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管理

づくり

費

課） 9,286 　従
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別 区 分 内 訳
国府支出金

務

地 方 債 そ の 他

管理費

(

9,286

項

4 予防接種事業（

)

健康 7 報償費 153

1

2 予防費 26

 

0,552 9,286

総

269,838 7

務

報償費 153

管理

づくり

費

課） 9,286 　従

３　

事者報償費10 需用費 594

11 役務費 1,640

10 需用費 59412 委託料 6,899

　消耗品費 409

　印刷製本費 185

11 役務費 1

本

,640

　年

　通信運搬費

　

1,526

度　

　診療所開

の

設申請手数料 18

　財

　広

補

　

報紙挟み込み手数料 9

源

6

　内　訳 節

12 委託料 6,89

説

9

　　

　電算処理委託料 5

　

　

,236

　　

　コールセン

　

ター業務委託料 1,6

　

63

明
目 補正前

正

の額 補　正　額 計 特　

　

　定　　財　　源
一般

前

財源 区　　分 金　　額

補

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

　

出金 地 方 債 そ の

歳

正

 他

　額 計

54,

千

107 5 泉大津市

円

ふるさと応 7 報償費

千

33,000

円

4 広報費 255,85

千

0 54,107 309

円

,957 7 報償費

　

1

33,000

0,

援寄附

4

事業 54,107 　

4

ふるさと納税謝礼記念

3

品11 役務費 5,

,

104

12 委託料

2

16,003

36

　

54,

11 役務

1

費 5,104

07

　寄附金

1

クレジットカード収納

0

システム手

,4

  数料 1

出

9

,474

7,

　寄附申込シ

3

ステム手数料 3,63

4

0

3

(款) 2

12 委託料 16,0

 

03

総務

　ふるさと納税シ

費

ステム業務委託料

（単位

計 9,723,8

：

38 54,107 9,

千

777,945 54,

円

107

）

補　正　前 補　正　額

(

計

千円 千円 千円

3,9

款

84,707 9,28

)

6 3,993,993

2

(款) 4 衛生費

(項

 

) 1 保健衛生費

総務

本

費

　年　度　の　財　源

(

　内　訳 節 説　　　　

項

　　　明
目 補正前の額

)

補　正　額 計 特　　定

1

　　財　　源
一般財源

 

区　　分 金　　額 事 業

総

別 区 分 内 訳
国府支出金

務

地 方 債 そ の 他

管理費

(

9,286

項

4 予防接種事業（

)

健康 7 報償費 153

1

2 予防費 26

 

0,552 9,286

総

269,838 7

務

報償費 153

管理

づくり

費

課） 9,286 　従
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（

地 方 債 そ の 他

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

計 606,600 9,286 615,886 9,

単

286

本
位

　年　度　の　財　源
：

　内　訳 節 説　　　　
千

　　　明
目 補正前の額

円

補　正　額 計 特　　定

）

　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金
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（

地 方 債 そ の 他

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

計 606,600 9,286 615,886 9,

単

286

本
位

　年　度　の　財　源
：

　内　訳 節 説　　　　
千

　　　明
目 補正前の額

円

補　正　額 計 特　　定

）

　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金

（

地 方 債 そ の 他

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

計 606,600 9,286 615,886 9,

単

286

本
位

　年　度　の　財　源
：

　内　訳 節 説　　　　
千

　　　明
目 補正前の額

円

補　正　額 計 特　　定

）

　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金

− 45 −





報告第３号 

 

令和元年度健全化判断比率報告の件 

 

令和元年度健全化判断比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１

９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、市議会に報告する。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 10.4 47.9 

  備考 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額がない 

    ため、「－」と表記している。 
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報告第４号 

 

令和元年度資金不足比率報告の件 

 

令和元年度資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９

年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、市議会に報告する。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

（単位：％） 

特 別 会 計 の 名 称 資 金 不 足 比 率 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 

水 道 事 業 会 計 － 

病 院 事 業 会 計 16.4 

   備考 資金不足がない会計については、「－」と表記している。 
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議案第１号 

 

泉大津市事務分掌条例の一部改正の件 

 

泉大津市事務分掌条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年２月２４日提出 

                  泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

 危機事象への適切な対応や新たな行政課題の解決に、的確かつ迅速に対応するこ

とができる体制を構築するため、行政組織を見直す必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

泉大津市事務分掌条例の一部を改正する条例（案） 

 

 泉大津市事務分掌条例（平成２３年泉大津市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

第１条を次のように改める。 

（部等の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、

市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部、室及び課を置く。 

⑴ 危機管理課 

⑵ 市長公室 

⑶ 政策推進部 

⑷ 総務部 

⑸ 保険福祉部 

⑹ 健康こども部 

⑺ 都市政策部 

第２条の見出し中「部」を「部等」に改め、同条中「前条に規定する部」の次に

「、室及び課」を加え、同条中第４号を第７号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑹ 健康こども部 

 ア 児童福祉に関すること。 

イ 保健衛生に関すること。 

第２条第３号中「健康福祉部」を「保険福祉部」に改め、同号ア及びウ中「関す

ること」の次に「（健康こども部の所掌に属するものを除く。）」を加え、同号エ

及びオを削り、同号カ中「関すること」の次に「（健康こども部の所掌に属するも

のを除く。）」を加え、同号カを同号エとし、同号中キをオとし、クをカとし、同

号を同条第５号とし、同条第２号を同条第４号とし、同条第１号中「総合政策部」

を「政策推進部」に改め、同号中イを削り、ウをイとし、エからキまでをウからカ

までとし、クからサまでを削り、シをキとし、スからチまでを削り、同号を同条第

３号とし、同条に第１号及び第２号として次の２号を加える。 

⑴ 危機管理課 
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ア 危機管理に関すること。 

⑵ 市長公室 

ア 特命事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 

イ 秘書に関すること。 

ウ 広報に関すること。 

エ 職員の人事及び給与に関すること。 

オ 広聴及び市民相談に関すること。 

カ 労働者の福祉に関すること。 

キ 消費者の保護に関すること。 

ク 同和問題その他人権に関すること。 

ケ 男女共同参画社会の形成に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（泉大津市総合計画審議会条例の一部改正） 

２ 泉大津市総合計画審議会条例（昭和４７年泉大津市条例第３４号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「総合政策部」を「政策推進部」に改める。 

（泉大津市行政改革審議会条例の一部改正） 

３ 泉大津市行政改革審議会条例（平成７年泉大津市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条中「総合政策部」を「政策推進部」に改める。 

（泉大津市事務事業評価委員会設置条例の一部改正） 

４ 泉大津市事務事業評価委員会設置条例（平成２８年泉大津市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

第８条中「総合政策部」を「政策推進部」に改める。 

（泉大津市児童福祉審議会条例の一部改正） 

５ 泉大津市児童福祉審議会条例（平成２７年泉大津市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条中「健康福祉部こども未来課」を「健康こども部」に改める。 
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（参 考） 

 

泉 大 津 市 事 務 分 掌 条 例 新 旧 対 照 表 

 

改  正  案 現     行 

（部等の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、市長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の部、室及び

課を置く。 

⑴ 危機管理課 

⑵ 市長公室 

⑶ 政策推進部 

⑷ 総務部 

⑸ 保険福祉部 

⑹ 健康こども部 

⑺ 都市政策部 

（部等の分掌事務） 

第２条 前条に規定する部、室及び課

の分掌する事務は、次のとおりとす

る。 

⑴ 危機管理課 

ア 危機管理に関すること。 

⑵ 市長公室 

ア 特命事項に関する企画及び立

案並びに総合調整に関するこ

と。 

イ 秘書に関すること。 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、市長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の部を置く。 

 

⑴ 総合政策部 

⑵ 総務部 

⑶ 健康福祉部 

⑷ 都市政策部 

 

 

 

（部の分掌事務） 

第２条 前条に規定する部の分掌する

事務は、次のとおりとする。 
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改  正  案 現     行 

ウ 広報に関すること。 

エ 職員の人事及び給与に関する

こと。 

オ 広聴及び市民相談に関するこ

と。 

カ 労働者の福祉に関すること。 

キ 消費者の保護に関すること。 

ク 同和問題その他人権に関する

こと。 

ケ 男女共同参画社会の形成に関

すること。 

⑶ 政策推進部 

ア 市政全般にわたる施策に関す

る企画及び立案並びに総合調整

に関すること。 

 

 

 

イ 行政改革の推進に関するこ

と。 

ウ 行政の情報化に関すること。 

エ 商工業及び公営競技に関する

こと。 

オ 臨海部に関すること。 

カ 農水畜産業に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 総合政策部 

ア 市政全般にわたる施策に関す

る企画及び立案並びに総合調整

に関すること。 

イ 特命事項に関する企画及び立

案並びに総合調整に関するこ

と。 

ウ 行政改革の推進に関するこ

と。 

エ 行政の情報化に関すること。 

オ 商工業及び公営競技に関する

こと。 

カ 臨海部に関すること。 

キ 農水畜産業に関すること。 

ク 危機管理に関すること。 

ケ 秘書に関すること。 

コ 広報に関すること。 
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改  正  案 現     行 

 

 

キ 地域協働に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 総務部 

 ア～サ （略） 

⑸ 保険福祉部 

ア 社会福祉に関すること（健康

こども部の所掌に属するものを

除く。）。 

イ 介護保険に関すること。 

ウ 福祉医療に関すること（健康

こども部の所掌に属するものを

除く。）。 

 

 

エ 国民健康保険に関すること

（健康こども部の所掌に属する

ものを除く。）。 

オ 国民年金に関すること。 

カ 後期高齢者医療に関するこ

サ 職員の人事及び給与に関する

こと。 

シ 地域協働に関すること。 

ス 広聴及び市民相談に関するこ

と。 

セ 労働者の福祉に関すること。 

ソ 消費者の保護に関すること。 

タ 同和問題その他人権に関する

こと。 

チ 男女共同参画社会の形成に関

すること。 

⑵ 総務部 

 ア～サ （略） 

⑶ 健康福祉部 

ア 社会福祉に関すること。 

 

 

イ 介護保険に関すること。 

ウ 福祉医療に関すること。 

 

 

エ 社会福祉施設に関すること。 

オ 保健衛生に関すること。 

カ 国民健康保険に関すること。 

 

 

キ 国民年金に関すること。 

ク 後期高齢者医療に関するこ
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改  正  案 現     行 

と。 

⑹ 健康こども部 

ア 児童福祉に関すること。 

イ 保健衛生に関すること。 

⑺ 都市政策部 

  ア～ソ （略） 

と。 

 

 

 

⑷ 都市政策部 

  ア～ソ （略） 
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議案第２号 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由  

特別職の職員の給料及び退職手当について、期間を限定して減額するため、所要

の改正を行うものである。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案） 

 

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年泉大津市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

附則に次の３項を加える。 

２５ 令和３年４月１日から令和７年１月１２日までの間における各月分の給料を

計算する場合にあっては、別表中「８９０，０００円」とあるのは「７１２，０

００円」と、「７９０，０００円」とあるのは「６３２，０００円」と、「７００，

０００円」とあるのは「６３０，０００円」と、それぞれ読み替える。 

２６ 令和３年１月１３日から令和７年１月１２日までの間に市長である者の同期

間にかかる退職手当を計算する場合にあっては、第５条中「１００分の３０」と

あるのは「１００分の１８」と読み替える。 

２７ 令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの間に副市長及び教育長であ

る者の同期間にかかる退職手当を計算する場合にあっては、別表中「７９０，０

００円」とあるのは「６３２，０００円」と、「７００，０００円」とあるのは「６

３０，０００円」と、第５条中「１００分の２０」とあるのは「１００分の１２」

と、「１００分の１５」とあるのは「１００分の１２」と、それぞれ読み替える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案）要綱 

 

本条例（案）は、特別職の職員の給料及び退職手当について、期間を限定して減

額するため、所要の改正を行うものであること。 

１ 給料の特例（附則第２５項関係） 

⑴  特例措置 

給料の減額 

区 分 特例期間中の給料月額 本来の給料月額 減額率 

市 長 ７１２，０００円 ８９０，０００円 ２割 

副市長 ６３２，０００円 ７９０，０００円 ２割 

教育長 ６３０，０００円 ７００，０００円 １割 

⑵  特例期間 

給料を減額する特例期間については、令和３年４月１日から令和７年１月１

２日までとするものであること。 

２ 退職手当の特例（附則第２６項及び第２７項関係） 

⑴  特例措置 

退職手当の減額 

区 分 特例期間中の割合 本来の割合 減額率 

市 長 １００分の１８ １００分の３０ ４割 

副市長 １００分の１２ １００分の２０ ４割 

教育長 １００分の１２ １００分の１５ ２割 

⑵  特例期間 

退職手当を減額する特例期間については、市長にあっては令和３年１月１３ 

日から令和７年１月１２日まで、副市長及び教育長にあっては令和３年４月１

日から令和７年３月３１日までの期間とするものであること。 

３ 施行期日 

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。 
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特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

附 則 

１～２４ （略） 

２５ 令和３年４月１日から令和７年

１月１２日までの間における各月分

の給料を計算する場合にあっては、

別表中「８９０，０００円」とある

のは「７１２，０００円」と、「７９

０，０００円」とあるのは「６３

２，０００円」と、「７００，０００

円」とあるのは「６３０，０００

円」と、それぞれ読み替える。 

２６ 令和３年１月１３日から令和７

年１月１２日までの間に市長である

者の同期間にかかる退職手当を計算

する場合にあっては、第５条中「１

００分の３０」とあるのは「１００

分の１８」と読み替える。 

２７ 令和３年４月１日から令和７年

３月３１日までの間に副市長及び教

育長である者の同期間にかかる退職

手当を計算する場合にあっては、別

表中「７９０，０００円」とあるの

は「６３２，０００円」と、「７０

０，０００円」とあるのは「６３

０，０００円」と、第５条中「１０

０分の２０」とあるのは「１００分

附 則 

１～２４ （略） 
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改  正  案 現     行 

の１２」と、「１００分の１５」とあ

るのは「１００分の１２」と、それ

ぞれ読み替える。 
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議案第３号 

 

泉大津市保育所設置条例の一部改正の件 

 

泉大津市保育所設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

泉大津市立戎保育所を廃止することについて、所要の改正を行うものである。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

泉大津市保育所設置条例の一部を改正する条例（案） 

 

泉大津市保育所設置条例（昭和３８年泉大津市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

第１条の表泉大津市立戎保育所の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

泉大津市保育所設置条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

（設置） 

第１条 本市は、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第２４条第１

項の規定による児童の保育に資する

ため泉大津市立保育所を設置し、そ

の名称、位置及び定員は、次のとお

りとする。 

名称 位置 収容定員

泉大津市立

浜保育所 

泉大津市菅原

町１３番２９

号 

７０名

泉大津市立

条東保育所 

泉大津市千原

町二丁目１番

３号 

６０名

泉大津市立

要保育所 

泉大津市池浦

５１５番地の

６ 

１００名

 

（設置） 

第１条 本市は、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第２４条第１

項の規定による児童の保育に資する

ため泉大津市立保育所を設置し、そ

の名称、位置及び定員は、次のとお

りとする。 

名称 位置 収容定員

泉大津市立

浜保育所 

泉大津市菅原

町１３番２９

号 

７０名

泉大津市立

戎保育所 

泉大津市高津

町３番１９号 
６０名

泉大津市立

条東保育所 

泉大津市千原

町二丁目１番

３号 

６０名

泉大津市立

要保育所 

泉大津市池浦

５１５番地の

６ 

１００名
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議案第４号 

 

泉大津市介護保険条例の一部改正の件 

 

 泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

介護保険事業の円滑な実施と介護保険料の負担の公平適正化を図るため、令和３

年度から令和５年度までの各年度の保険料率等及び低所得者の保険料の減額賦課に

係る保険料率について定めるとともに、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１

２号）の一部が改正されたことに伴い、令和３年度から令和５年度までの保険料率

の特例について定める必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

− 69 −





泉大津市条例第   号 

 

泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 泉大津市介護保険条例（平成１２年泉大津市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同項第１号中「３４，２００円」を「３５，２５０円」に改め、

同項第２号中「４７，８８０円」を「４９，３５０円」に改め、同項第３号中「５

１，３００円」を「５２，８８０円」に改め、同項第４号中「６０，１９０円」を

「６２，０５０円」に改め、同項第５号中「６８，４００円」を「７０，５１０円」

に改め、同項第６号中「７６，６００円」を「７８，９７０円」に改め、同号ア中

「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「控除して得た額」

の次に「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、「この項に

おいて」を削り、同号イ中「若しくは第１０号イ」を「、第１０号イ若しくは第１

１号イ」に改め、同項第７号中「８５，５００円」を「８８，１４０円」に改め、

同号ア中「２００万円」を「２１０万円」に改め、同号イ中「若しくは第１０号イ」

を「、第１０号イ若しくは第１１号イ」に改め、同項第８号中「１０２，６００円」

を「１０５，７６０円」に改め、同号ア中「２００万円以上３００万円未満」を「２

１０万円以上３２０万円未満」に改め、同号イ中「若しくは第１０号イ」を「、第

１０号イ若しくは第１１号イ」に改め、同項第９号中「１１６，２８０円」を「１

１９，８７０円」に改め、同号ア中「３００万円」を「３２０万円」に改め、同号

イ中「次号イ」の次に「若しくは第１１号イ」を加え、同項第１０号中「１２６，

５４０円」を「１３０，４４０円」に改め、同号ア中「８００万円」を「６００万

円」に改め、同号イ中「（⑴に係る部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、

同項第１１号中「１３６，８００円」を「１４１，０２０円」に改め、同号を同項

第１２号とし、同項第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １３３，９７０円 

ア 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第４条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、

「２０，５２０円」を「２１，１５０円」に改め、同条第３項中「令和２年度」を

「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２０，５２０円」を「２１，１

５０円」に、「３０，７８０円」を「３１，７３０円」に改め、同条第４項中「令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２０，５２０円」

を「２１，１５０円」に、「４７，８８０円」を「４９，３５０円」に改める。 

第６条第３項中「若しくは第１０号イ」を「、第１０号イ若しくは第１１号イ」

に、「第４条第１号から第１０号まで」を「第４条第１号から第１１号まで」に改

める。 

第７条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する」を削る。 

附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の特例） 

第１２条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率

の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第

１０号ア、第１１号ア及び第１２号に係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定によ

って計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の

合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）

によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものと

する。 
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３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の泉大津市介護保険条例の規定は、令和３年度分の保険

料率から適用し、令和２年度分までの保険料率については、なお従前の例による。 
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（参 考） 

 

泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例（案）

要綱 

 

本条例（案）は、介護保険事業の円滑な実施と介護保険料の負担の公平適正化を

図るため、令和３年度から令和５年度までの各年度の保険料率等及び低所得者の保

険料の減額賦課に係る保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に

伴い、令和３年度から令和５年度までの保険料率の特例について定める必要がある

ものであること。 

１ 保険料の区分及び料率等 

  令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率の区分及び料率を、

次に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ定めるとともに、第１段階から

第３段階までの区分における保険料の減額賦課に係る保険料率について定めるも

のであること。（第４条関係） 

区   分 
金  額 

改正案 現 行 

第１段階 生活保護の受給者、老齢福祉

年金の受給者で市民税非課税

世帯の人 

世帯全員が市民税非課税で、

本人の課税年金収入額及び合

計所得金額の合計額が８０万

円以下の人 

35,250 円 34,200 円 

（減額賦課後） 

21,150 円 

（減額賦課後）

20,520 円 

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、

本人の課税年金収入額及び合

計所得金額の合計額が８０万

円超１２０万円以下の人 

49,350 円 47,880 円 

（減額賦課後） 

31,730 円 

（減額賦課後）

30,780 円 

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、

第１・２段階に該当しない人 

52,880 円 51,300 円 

（減額賦課後） 

49,350 円 

（減額賦課後）

47,880 円 
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区   分 
金  額 

改正案 現 行 

第４段階 世帯員に市民税課税者がお

り、本人が市民税非課税の人

のうち、課税年金収入額及び

合計所得金額の合計額が８０

万円以下の人 

62,050 円 60,190 円 

第５段階 世帯員に市民税課税者がお

り、本人が市民税非課税の人

のうち、課税年金収入額及び

合計所得金額の合計額が８０

万円超の人 

70,510 円 68,400 円 

第６段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が１２０万円未満の人 

78,970 円 76,600 円 

第７段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が１２０万円以上２１０

万円未満の人 

88,140 円 85,500 円 

第８段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が２１０万円以上３２０

万円未満の人 

105,760 円 102,600 円 

第９段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が３２０万円以上４００

万円未満の人 

119,870 円 116,280 円 

第 10 段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が４００万円以上６００

万円未満の人 

130,440 円 

126,540 円 
第 11 段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が６００万円以上８００

万円未満の人 

133,970 円 

第 12 段階 本人が市民税課税で合計所得

金額が８００万円以上の人 

141,020 円 136,880 円 
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２ 介護保険法施行令の一部改正に伴う改正 

介護保険法施行令において、令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定

に関する基準の特例として、居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定に

おける給与所得等を有する第１号被保険者の合計所得金額の計算について、給与

所得等の金額の合計額から１０万円を控除することとされたことに伴い、同様の

規定を定めるものであること。（附則第１２条関係） 

３ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例（案）は、令和３年４月１日から施行するものであること。（改正条

例附則第１項） 

⑵ 適用区分 

この条例（案）による改正後の泉大津市介護保険条例の規定は、令和３年度

分の保険料率から適用し、令和２年度分までの保険料率については、なお従前

の例によるものであること。（改正条例附則第２項） 
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泉大津市介護保険条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

（保険料率） 
第４条 令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第１号被保険者の区

分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。 
⑴ 介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「令」とい

う。）第３９条第１項第１号に掲げ

る者 ３５，２５０円 
⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げ

る者 ４９，３５０円 
⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げ

る者 ５２，８８０円 
⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げ

る者 ６２，０５０円 
⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げ

る者 ７０，５１０円 
⑹ 次のいずれかに該当する者 ７

８，９７０円 
ア 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の

（保険料率） 
第４条 平成３０年度から令和２年度

までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者の

区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 
⑴ 介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「令」とい

う。）第３９条第１項第１号に掲げ

る者 ３４，２００円 
⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げ

る者 ４７，８８０円 
⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げ

る者 ５１，３００円 
⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げ

る者 ６０，１９０円 
⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げ

る者 ６８，４００円 
⑹ 次のいずれかに該当する者 ７

６，６００円 
  ア 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の
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改  正  案 現     行 

４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令

第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零とする。以下

同じ。）が１２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 
イ 要保護者（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第６条

第２項に規定する要保護者又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）の規定による支

援給付（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律（平成１９年法

律第１２７号）附則第４条第１

項の規定による支援給付を含

４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１

項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に

規定する特別控除額を控除して

得た額とする。以下この項にお

いて同じ。）が１２０万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

 
 
  イ 要保護者（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第６条

第２項に規定する要保護者又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）の規定による支

援給付（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律（平成１９年法

律第１２７号）附則第４条第１

項の規定による支援給付を含
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む。以下「支援給付」という。）

を必要とする状態にある者をい

う。以下同じ。）であって、その

者が課される保険料の額につい

てこの号の区分による額を適用

されたならば保護（生活保護法

第２条に規定する保護又は支援

給付をいう。以下同じ。）を必要

としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係

る部分を除く。）又は次号イ、第

８号イ、第９号イ、第１０号イ

若しくは第１１号イに該当する

者を除く。） 
⑺ 次のいずれかに該当する者 ８

８，１４０円 
ア 合計所得金額が１２０万円以

上２１０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イ、第９号イ、第

１０号イ若しくは第１１号イに

む。以下「支援給付」という。）

を必要とする状態にある者をい

う。以下同じ。）であって、その

者が課される保険料の額につい

てこの号の区分による額を適用

されたならば保護（生活保護法

第２条に規定する保護又は支援

給付をいう。以下同じ。）を必要

としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係

る部分を除く。）又は次号イ、第

８号イ、第９号イ若しくは第１

０号イに該当する者を除く。） 
 
⑺ 次のいずれかに該当する者 ８

５，５００円 
ア 合計所得金額が１２０万円以

上２００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イ、第９号イ若し

くは第１０号イに該当する者を
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該当する者を除く。） 
⑻ 次のいずれかに該当する者 １

０５，７６０円 
ア 合計所得金額が２１０万円以

上３２０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イ、第１０号イ若

しくは第１１号イに該当する者

を除く。） 
⑼ 次のいずれかに該当する者 １

１９，８７０円 
ア 合計所得金額が３２０万円以

上４００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

除く。） 
 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １

０２，６００円 
ア 合計所得金額が２００万円以

上３００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イ若しくは第１０

号イに該当する者を除く。） 
 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １

１６，２８０円 
ア 合計所得金額が３００万円以

上４００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除
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く。）又は次号イ若しくは第１１

号イに該当する者を除く。） 
⑽ 次のいずれかに該当する者 １

３０，４４０円 
ア 合計所得金額が４００万円以

上６００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 
⑾ 次のいずれかに該当する者 １

３３，９７０円 
  ア 合計所得金額が６００万円以

上８００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
  イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 
 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １

２６，５４０円 
ア 合計所得金額が４００万円以

上８００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 
イ 要保護者であって、その者が

課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 
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く。）に該当する者を除く。） 
⑿ 前各号のいずれにも該当しない

者 １４１，０２０円 
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までの

各年度における保険料率は、同号の

規定にかかわらず２１，１５０円と

する。 
３ 前項の規定は、第１項第２号に掲

げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和３年度から

令和５年度までの各年度における保

険料率について準用する。この場合

において、前項中「２１，１５０

円」とあるのは、「３１，７３０

円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に

掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場

合において、第２項中「２１，１５

０円」とあるのは、「４９，３５０

円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者

の資格取得、喪失等があった場合） 
第６条 （略） 

 
⑾ 前各号のいずれにも該当しない

者 １３６，８００円 
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係

る令和２年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず２０，５２

０円とする。 

 
３ 前項の規定は、第１項第２号に掲

げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和２年度にお

ける保険料率について準用する。こ

の場合において、前項中「２０，５

２０円」とあるのは、「３０，７８

０円」と読み替えるものとする。 

 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に

掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和２年度に

おける保険料率について準用する。

この場合において、第２項中「２

０，５２０円」とあるのは、「４

７，８８０円」と読み替えるものと

する。 

（賦課期日後において第１号被保険者

の資格取得、喪失等があった場合） 
第６条 （略） 
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２ （略） 
３ 保険料の賦課期日後に令第３９条

第１項第１号イ（同号に規定する老

齢福祉年金の受給権を有するに至っ

た者及び⑴に係る者を除く。）、ロ若

しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第

４号ロ、第５号ロ又はこの条例第４

条第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ若しくは第１

１号イに該当するに至った第１号被

保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月

まで月割りにより算定した当該第１

号被保険者に係る保険料の額と当該

該当するに至った日の属する月から

第４条第１号から第１１号までのい

ずれかに規定する者として月割りに

より算定した保険料の額の合算額と

する。 
４ （略） 
（普通徴収の特例） 
第７条 保険料の額の算定の基礎に用

いる市民税の課税非課税の別又は合

計所得金額が確定しないため当該年

度分の保険料の額を確定することが

できない場合においては、その確定

する日までの間において到来する納

期において徴収すべき保険料に限

２ （略） 
３ 保険料の賦課期日後に令第３９条

第１項第１号イ（同号に規定する老

齢福祉年金の受給権を有するに至っ

た者及び⑴に係る者を除く。）、ロ若

しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第

４号ロ、第５号ロ又はこの条例第４

条第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ若しくは第１０号イに該当

するに至った第１号被保険者に係る

保険料の額は、当該該当するに至っ

た日の属する月の前月まで月割りに

より算定した当該第１号被保険者に

係る保険料の額と当該該当するに

至った日の属する月から第４条第１

号から第１０号までのいずれかに規

定する者として月割りにより算定し

た保険料の額の合算額とする。 

 
４ （略） 
（普通徴収の特例） 
第７条 保険料の額の算定の基礎に用

いる市民税の課税非課税の別又は地

方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額が確定しないた

め当該年度分の保険料の額を確定す

ることができない場合においては、
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り、第１号被保険者について、その

者の前々年の合計所得金額に基づき

算定した保険料の額を当該年度の当

該保険料に係る納期の数で除して得

た額（市長が必要と認める場合にお

いては、当該額の範囲内において市

長が定める額とする。）を、それぞれ

の納期に係る保険料として普通徴収

する。 
 
 
２ （略） 

附 則 
第１条～第１１条 （略） 
（令和３年度から令和５年度までの保

険料率の特例） 

第１２条 第１号被保険者のうち、令

和２年の合計所得金額に所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得又は同

法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得が含まれている者の

令和３年度における保険料率の算定

についての第４条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号

ア、第１０号ア、第１１号ア及び第

１２号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第６号ア中

その確定する日までの間において到

来する納期において徴収すべき保険

料に限り、第１号被保険者につい

て、その者の前々年の合計所得金額

に基づき算定した保険料の額を当該

年度の当該保険料に係る納期の数で

除して得た額（市長が必要と認める

場合においては、当該額の範囲内に

おいて市長が定める額とする。）を、

それぞれの納期に係る保険料として

普通徴収する。 
２ （略） 

附 則 
第１条～第１１条 （略） 
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「租税特別措置法」とあるのは、

「所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与

所得及び同法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得の合計額

については、同法第２８条第２項の

規定によって計算した金額及び同法

第３５条第２項第１号の規定によっ

て計算した 金額の合計額から１０万

円を控除して得た額（当該額が零を

下回る場合には、零とする。）によ

るものとし、租税特別措置法」とす

る。  

２ 前項の規定は、令和４年度におけ

る保険料率の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令

和２年」とあるのは、「令和３年」

と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度にお

ける保険料率の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令

和２年」とあるのは、「令和４年」

と読み替えるものとする。 
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議案第５号 

 

泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件 

 

泉大津市国民健康保険料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

大阪府の市町村標準保険料率等が示されたことに伴い、基礎賦課限度額及び介護

納付金限度額並びに一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率及び介護納付金賦課額の保険料率について所要の改正を行うと

ともに、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部が改正された

ことに伴い、低所得者に対し国民健康保険料を軽減する所得判定基準について所要

の改正を行うものである。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

泉大津市国民健康保険料条例の一部を改正する条例

（案） 

 

泉大津市国民健康保険料条例（昭和５１年泉大津市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加え

る。 

第５条第１項第１号中「１００分の８．４７」を「１００分の８．４１」に改め、

同項第２号中「２９，９７５円」を「２９，９１０円」に改め、同項第３号ア中

「３１，６３３円」を「３１，１１０円」に改める。 

第５条の５中「６１万円」を「６３万円」に改める。 

第５条の５の５第１項第１号中「１００分の２．６１」を「１００分の２．７３」

に改め、同項第２号中「９，０７６円」を「９，４７８円」に改め、同項第３号ア

中「９，５７８円」を「９，８５８円」に改める。 

第５条の９第１項第１号中「１００分の２．５４」を「１００分の２．４７」に

改め、同項第２号中「１８，８３１円」を「１８，２１３円」に改める。 

第５条の１０中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

第９条第１項第１号中「地方税法第３１４条の２第２項に掲げる金額」を「地方

税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に

属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」と

いう。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第 1 項に規定する給与等の収入金額が５５万

円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等

に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者
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にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加えた金額）」に改め、同項第２号及び第３号中「地方税法第３１４条

の２第２項に掲げる金額」を「地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金

額）」に改める。 

附則第７項中「地方税法」と」の次に「、「１１０万円」とあるのは「１２５万

円」と」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の泉大津市国民健康保険料条例の規定は、令和３年度分

の国民健康保険料から適用し、令和２年度分までの国民健康保険料については、

なお従前の例による。 
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（参 考） 

 

泉大津市国民健康保険料条例の一部を改正する条例

（案）要綱 

 

大阪府の市町村標準保険料率等が示されたことに伴い、基礎賦課限度額及び介護

納付金限度額並びに一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率及び介護納付金賦課額の保険料率について所要の改正を行うと

ともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対し国民健康保険料

を軽減する所得判定基準について所要の改正を行うものであること。 

１ 国民健康保険料率等の改正 

⑴ 賦課限度額 

ア 基礎賦課限度額を、６１万円から６３万円に引き上げるものであること。

（第５条の５関係） 

イ 介護納付金限度額を、１６万円から１７万円に引き上げるものであること。

（第５条の１０関係） 

⑵ 保険料率 

ア 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を、次のとおり改めるものであ

ること。（第５条第１項関係） 

区 分 改 正 案 現 行 

所得割 ８．４１％ ８．４７％

均等割 ２９，９１０円 ２９，９７５円

平等割（※） ３１，１１０円 ３１，６３３円

 ※ 特定世帯又は特定継続世帯を除く。 

イ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を、次のとおり

改めるものであること。（第５条の５の５第１項関係） 

区 分 改 正 案 現 行 

所得割 ２．７３％ ２．６１％

均等割 ９，４７８円 ９，０７６円

平等割（※） ９，８５８円 ９，５７８円

 ※ 特定世帯又は特定継続世帯を除く。 
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ウ 介護納付金賦課額の保険料率を、次のとおり改めるものであること。（第５

条の９第１項関係） 

区 分 改 正 案 現 行 

所得割 ２．４７％ ２．５４％

均等割 １８，２１３円 １８，８３１円
 

２ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正 

⑴ 地方税等における給与所得控除等の見直しへの対応として、国民健康保険法

施行令において、低所得世帯に対する国民健康保険料の賦課における被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る基準が改正されたことに伴い、本市

においても同様の措置として、国民健康保険料を軽減する所得判定基準につい

て、次のとおり改めるものであること。（第９条関係） 

区分 改正案 現行 

７ 割 

軽 減 

基準額 

基礎控除額（４３万円） 

＋（給与所得者等の数－１） 

×１０万円 

基礎控除額（３３万円） 

５ 割 

軽 減 

基準額 

基礎控除額（４３万円） 

＋２８．５万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１） 

×１０万円 

基礎控除額（３３万円） 

＋２８．５万円×被保険者数 

２ 割 

軽 減 

基準額 

基礎控除額（４３万円） 

＋５２万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１） 

×１０万円 

基礎控除額（３３万円） 

＋５２万円×被保険者数 

⑵ その他所要の規定の整備を行うものであること。（第４条及び附則第７項関

係） 

３ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例（案）は、令和３年４月１日から施行するものであること。（改正条

例附則第１項） 

⑵ 適用区分 

この条例（案）の施行に関し、所要の経過規定を定めるものであること。（改

正条例附則第２項） 
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泉大津市国民健康保険料条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所

得割額の算定） 

第４条 前条の所得割額は、一般被保

険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則

第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１１項又

は第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、これらの規定の適用

により同法第３１条第１項に規定す

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所

得割額の算定） 

第４条 前条の所得割額は、一般被保

険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則

第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１１項又

は第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額
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改  正  案 現     行 

る長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額）、地方税法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡

所得の金額（租税特別措置法第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１

項又は第３６条の規定の適用がある

場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３２条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額）、地方税法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１５項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税

から控除する金額を控除した金額）、

地方税法附則第３５条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額（租税特別

措置法第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規

定の適用により同法第３２条第１項

に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方

税法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第３５条の２の６第１５項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５

項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額（同法附則第３５

条の４の２第７項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する
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改  正  案 現     行 

等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。第９条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の

額、同法第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。第９条において「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下

この条において同じ。）の合計額から

地方税法第３１４条の２第２項の規

定により控除した後の総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合計

額（以下「基礎控除後の総所得金額

等」という。）に、次条の所得割の保

険料率を乗じて算定する。 

２ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保

法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用す

る場合を含む。第９条第１項第１号

において同じ。）に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項（同

法第１２条第６項及び第１６条第３

項において準用する場合を含む。同

号において同じ。）に規定する特例適

用配当等の額、租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。第９条において

「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第１２

項に規定する条約適用配当等の額を

いう。以下この条において同じ。）の

合計額から地方税法第３１４条の２

第２項の規定により控除した後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の

金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

２ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保
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改  正  案 現     行 

険料率） 

第５条 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

⑴ 所得割 １００分の８．４１ 

⑵ 被保険者均等割 一般被保険者

１人につき２９，９１０円 

⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 １世帯につき３１，１１

０円 

イ 特定同一世帯所属者（法第６

条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者で

あって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯

に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保

険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下「特定月」と

いう。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定世帯」という。）

 アの額に２分の１を乗じて得

た額 

険料率） 

第５条 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

⑴ 所得割 １００分の８．４７  

⑵ 被保険者均等割 一般被保険者

１人につき２９，９７５円 

⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 １世帯につき３１，６３

３円 

イ 特定同一世帯所属者（法第６

条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者で

あって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯

に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保

険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下「特定月」と

いう。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定世帯」という。）

 アの額に２分の１を乗じて得

た額 
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改  正  案 現     行 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の

世帯に属する一般被保険者が属

する世帯であって特定月以後５

年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。

以下「特定継続世帯」という。）

 アの額に４分の３を乗じて得

た額 

２及び３ （略） 

（基礎賦課限度額） 

第５条の５ 第３条又は第５条の２の

基礎賦課額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合

には、第３条の基礎賦課額と第５条

の２の基礎賦課額との合算額をい

う。第８条及び第９条において同

じ。）は、６３万円を超えることがで

きない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率） 

第５条の５の５ 一般被保険者に係る

後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の２．７３ 

⑵ 被保険者均等割 一般被保険者

１人につき９，４７８円 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の

世帯に属する一般被保険者が属

する世帯であって特定月以後５

年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。

以下「特定継続世帯」という。）

 アの額に４分の３を乗じて得

た額 

２及び３ （略） 

（基礎賦課限度額） 

第５条の５ 第３条又は第５条の２の

基礎賦課額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合

には、第３条の基礎賦課額と第５条

の２の基礎賦課額との合算額をい

う。第８条及び第９条において同

じ。）は、６１万円を超えることがで

きない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率） 

第５条の５の５ 一般被保険者に係る

後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の２．６１ 

⑵ 被保険者均等割 一般被保険者

１人につき９，０７６円 
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⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 １世帯につき９，８５８

円 

  イ 特定世帯 アの額に２分の１

を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アの額に４分

の３を乗じて得た額 

２及び３ （略） 

（介護納付金賦課額の保険料率） 

第５条の９ 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の２．４７ 

⑵ 被保険者均等割 介護納付金賦

課被保険者１人につき１８，２１

３円 

２及び３ （略） 

（介護納付金賦課限度額） 

第５条の１０ 第５条の７の賦課額

は、１７万円を超えることができな

い。 

（保険料の減額賦課） 

第９条 次の各号に該当する納付義務

者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第３条又は第５条の２

⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 １世帯につき９，５７８

円 

  イ 特定世帯 アの額に２分の１

を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アの額に４分

の３を乗じて得た額 

２及び３ （略） 

（介護納付金賦課額の保険料率） 

第５条の９ 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の２．５４ 

⑵ 被保険者均等割 介護納付金賦

課被保険者１人につき１８，８３

１円 

２及び３ （略） 

（介護納付金賦課限度額） 

第５条の１０ 第５条の７の賦課額

は、１６万円を超えることができな

い。 

（保険料の減額賦課） 

第９条 次の各号に該当する納付義務

者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第３条又は第５条の２
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の基礎賦課額から、それぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第５条の５

に定める賦課限度額を超えるとき

は、当該賦課限度額）とする。 

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第１１項又は第１５

項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等

の基礎賦課額から、それぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第５条の５

に定める賦課限度額を超えるとき

は、当該賦課限度額）とする。 

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第１１項又は第１５

項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等
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に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額、同法附則第３５

条第５項に規定する短期譲渡所得

の金額、同法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３

５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第１５項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額（同法附則

第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第２項

に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額及び

に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額、同法附則第３５

条第５項に規定する短期譲渡所得

の金額、同法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３

５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第１５項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額（同法附則

第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第２項

に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額及び
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同条第１２項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この項に

おいて同じ。）の算定についても同

様とする。以下同じ。）及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合計額

が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主並

びに当該世帯主の世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者

（次号及び第３号において「世帯

主等」という。）のうち給与所得を

有する者（前年中に同条第１項に

規定する総所得金額に係る所得税

法第２８条第１項に規定する給与

所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者

に限る。）をいう。以下この号にお

いて同じ。）の数及び公的年金等に

係る所得を有する者（前年中に地

方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の

控除を受けた者（年齢６５歳未満

同条第１２項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この項に

おいて同じ。）の算定についても同

様とする。以下同じ。）及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合計額

が、地方税法第３１４条の２第２

項に掲げる金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者 
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の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が

１１０万円を超える者に限る。）を

いい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（次号及び第３

号において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあって

は、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加え

た金額）を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者 

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第３１４条の２

第２項に掲げる金額に、２８５，

０００円に当該年度の保険料賦課
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以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加えた金額）に、

２８５，０００円に当該年度の保

険料賦課期日（賦課期日後に保険

料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって前号に該当す

る者以外の者 

 アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前号に該当する者以外

の者 

 

 

 

 

 

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項に掲げる金額に５２万円

に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発
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定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加えた金額）に

５２万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前２号に該当する者以

外の者 

 アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

２～４ （略） 

附 則 

１～６ （略） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額

賦課の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が、前年中に所得税法第３

生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であっ

て前２号に該当する者以外の者

 

 

 

 

 

 

 アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

 ア及びイ （略） 

２～４ （略） 

附 則 

１～６ （略） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額

賦課の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が、前年中に所得税法第３
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５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得（以下「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢６５歳

以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第９条の

規定の適用については、同条第１項

第１号中「第３１４条の２第１項に

規定する総所得金額（」とあるのは

「第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額（所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得

については、同条第２項第１号の規

定によって計算した金額から１５万

円を控除した金額によるものとし、」

と、「同法」とあるのは「地方税法」

と、「１１０万円」とあるのは「１２

５万円」とする。 

８～１２ （略） 

５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得（以下「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢６５歳

以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第９条の

規定の適用については、同条第１項

第１号中「第３１４条の２第１項に

規定する総所得金額（」とあるのは

「第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額（所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得

については、同条第２項第１号の規

定によって計算した金額から１５万

円を控除した金額によるものとし、」

と、「同法」とあるのは「地方税法」

とする。 

 

８～１２ （略） 
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議案第６号 

 

泉大津市立図書館整備工事請負契約の一部変更の件 

 

令和２年９月１０日議決に係る泉大津市立図書館整備工事請負契約の一部を変更

する契約を次のとおり締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第２条の規定により、市

議会の議決を求める。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

１ 契 約 金 額   変更前 ４３９，８８２，３００円 

           変更後 ４７６，３９３，５００円 

 

２ 契約の相手方   住 所 大阪市東成区神路一丁目１２番２号 

           名 称 日本土建工業株式会社 

                代表取締役  池 田  勉 
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（参 考） 

 

１ 変更理由 

  泉大津市立図書館整備工事については、工事進捗に伴い、設計当初では確認で

きない部分において、天井塗装、床の不陸調整、壁下地の仕様変更等による追加

工事が生じたことにより、当該請負契約の一部変更を行い、工期延長及び契約金

額を増額するものである。 

 

２ 工 期 

変更前 令和２年９月１０日から令和３年３月１１日まで 

  変更後 令和２年９月１０日から令和３年５月３１日まで 
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令 和 ２ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第９号）
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議案第７号 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９３，７１５千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，８０７，９２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第　 入

清掃費 1,204,149 △66,325 1

1

,137,824

国

5 農林水産

庫

業費 29,975 △3

負

,500 26,475

担

1 農業

金

費 29,708 △3,

5

500 26,208

,

6 商工費

　

0

429,414 △10

2

2,250 327,1

6

64

,256 284

歳

,837 5,311,

　

093

出

2 国庫補助金 9,75

　

5,544 44,18

予

1 9,799,725

　

15 府

算

支出金 2,229,6

　

69 △11,524 2

１ 補

,218,145

　

1 府負担金

正

1,537,564 4

歳

,439 1,542,

　

003

　

2 府補助金 538,8

入

86 △15,963 522,923

18 繰入金 1,999,126 △46

　

6,957 1,532,169

1 基金繰入金 1,925,397 △466,957 1,458,

（

440

単

20 諸収入 509,0

位

58 △34,552 4

：

74,506

千

5 雑入 442,

表

円

786 △34,552

）

408,234

款

21 市債 3,

項

096,873 90,

補

300 3,187,1

正

73

1

前

市債 3,096,87

の

3 90,300 3,1

額

87,173

補

歳　　入　　合

　

　

　　計 40,901,

正

637 △93,715

　

40,807,922

額

歳　　出

計

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 議会費 263,057 △5,400 257,657

1

 

議会費 263,057

1

△5,400 257,

4

657

国

2 総務費 10,497

庫

,343 △13,39

支

7 10,483,94

出

6

1 総

金

務管理費 9,777,

1

945 13,270 9

4

,791,215

 

,

4 戸籍住民

8

登録費 250,791

0

△26,667 224

3

,124

,

3 民生費 14,13

5

0,340 △130,

0

697 13,999,

8

643

3

1 社会福祉費 5,12

2

4,596 △45,7

歳

9

33 5,078,86

,

3

2 児

0

童福祉費 5,016,

1

947 △91,265

8

4,925,682

1

3 生活保

5

護費 3,135,78

,

4 △2,100 3,1

1

33,684

3

6 国民健康保険

　

2

事業費 841,041

,

8,401 849,4

5

42

4

2

衛生費 3,993,9

6

93 279,529 4,273,522

1 保健衛生費 615,886 345,854 961,740

2
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第　 入

清掃費 1,204,149 △66,325 1

1

,137,824

国

5 農林水産

庫

業費 29,975 △3

負

,500 26,475

担

1 農業

金

費 29,708 △3,

5

500 26,208

,

6 商工費

　

0

429,414 △10

2

2,250 327,1

6

64

,256 284

歳

,837 5,311,

　

093

出

2 国庫補助金 9,75

　

5,544 44,18

予

1 9,799,725

　

15 府

算

支出金 2,229,6

　

69 △11,524 2

１ 補

,218,145

　

1 府負担金

正

1,537,564 4

歳

,439 1,542,

　

003

　

2 府補助金 538,8

入

86 △15,963 522,923

18 繰入金 1,999,126 △46

　

6,957 1,532,169

1 基金繰入金 1,925,397 △466,957 1,458,

（

440

単

20 諸収入 509,0

位

58 △34,552 4

：

74,506

千

5 雑入 442,

表

円

786 △34,552

）

408,234

款

21 市債 3,

項

096,873 90,

補

300 3,187,1

正

73

1

前

市債 3,096,87

の

3 90,300 3,1

額

87,173

補

歳　　入　　合

　

　

　　計 40,901,

正

637 △93,715

　

40,807,922

額

歳　　出

計

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 議会費 263,057 △5,400 257,657

1

 

議会費 263,057

1

△5,400 257,

4

657

国

2 総務費 10,497

庫

,343 △13,39

支

7 10,483,94

出

6

1 総

金

務管理費 9,777,

1

945 13,270 9

4

,791,215

 

,

4 戸籍住民

8

登録費 250,791

0

△26,667 224

3

,124

,

3 民生費 14,13

5

0,340 △130,

0

697 13,999,

8

643

3

1 社会福祉費 5,12

2

4,596 △45,7

歳

9

33 5,078,86

,

3

2 児

0

童福祉費 5,016,

1

947 △91,265

8

4,925,682

1

3 生活保

5

護費 3,135,78

,

4 △2,100 3,1

1

33,684

3

6 国民健康保険

　

2

事業費 841,041

,

8,401 849,4

5

42

4

2

衛生費 3,993,9

6

93 279,529 4,273,522

1 保健衛生費 615,886 345,854 961,740

2
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位

2 道路橋りょう

：

費 492,591 △2

千

2,064 470,5

円

27

4

）

都市計画費 1,267

款

,282 △26,31

項

4 1,240,968

補

5 下水

正

道事業費 1,412,

前

384 △149 1,4

の

12,235

額

8 消防費 735

補

,610 △2,560

　

733,050

正

1 消防費 73

　

5,610 △2,56

額

0 733,050

計

9 教育費 3,947,647 △44,282 3,903,365

1 教育総務費 679,338 △8,077 671,261

1

2 小学校費 1

商

,357,172 △1

工

2,320 1,344

費

,852

4

3 中学校費 407,

2

538 △13,592

9

393,946

,

5 社会教育費

4

1,060,311 △

1

11,746 1,04

4

8,565

△

6 保健体育費 11

1

8,327 1,453

0

119,780

2

10 公債費 3

,

,097,792 △1

2

5,902 3,081

5

,890

0

1 公債費 3,097

3

,792 △15,90

2

2 3,081,890

7

11 諸

,

支出金 474,166

1

△6,729 467,

6

437

4

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 上水道事業費 111,421 △6,729 104,692

歳　　出　　合　　計 40,901,67 37 △93,715 4土 0,807,922木費 3,267,300

（

△48,527 3,2

単

18,773
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,890
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,792 △15,90
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2 3,081,890

7

11 諸

,

支出金 474,166

1

△6,729 467,

6

437

4

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 上水道事業費 111,421 △6,729 104,692
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△48,527 3,2

単
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第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

追加

款 項

５ 社 会 教 育 費

１ 商 工 費 産 業 振 興 対 策 事 業

新 図 書 館 整 備 事 業 545,651

10,000

新 生 児 特 別 定 額 給 付 金
給 付 事 業

8,000

泉 大 津 駅 西 地 区
周 辺 整 備 事 業

41,217

９ 教 育 費

６ 商 工 費

７ 土 木 費

１ 保 健 衛 生 費４ 衛 生 費
予 防 接 種 事 業
（ 健 康 づ く り 課 ）

351,047

２ 児 童 福 祉 費３ 民 生 費

（単位：千円）

２ 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 322,261

公 園 施 設 整 備 事 業 38,741

事　　　　業　　　　名 金　　　　　額

地 域 計 画 推 進 事 業 12,873

４ 都 市 計 画 費
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償　　　還　　　の　　　方　　　法

資金区分 償還期限 据置期間 償還方法

千円

普通貸借 8.0%以内 政府資金 半 年 賦 及 び 市 財 政 の 都
又は 又は銀行 年 賦 元 利 均 合により償還

証券発行 その他資金 等、半年賦元 期 限 を 短 縮
金 均 等 償 還 し 、 若し くは
又 は 満 期 一 繰 上償 還 又
括 償 還 ■ ■ は 低 利 に 借

換えすること
ができる。■

■

合　　計 3,187,173

補正前の額 3,096,873

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

（補正額） 90,300

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

補正後 90,000 同　 上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

減 収 補 て ん 債 補正前 0 同　 上 同　　上 同　　上

補正後 335,100 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 20年以内 3年以内 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

新 図 書 館
整 備 事 業 費

補正前 330,400 同　 上 同　　上

5年以内 1年以内 同　　上 同　　上

補正後 77,000 同　 上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

消 防 施 設
整 備 事 業 費

補正前 79,900 同　 上 同　　上 同　　上

補正後 500,500 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 20年以内 3年以内 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

公園整備事業費 補正前 456,200 同　 上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

補正後 152,600 同　 上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

街路整備事業費 補正前 220,300 同　 上 同　　上 同　　上

補正後 22,000 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

橋 り ょ う 施 設
整 備 事 業 費

補正前 17,600 同　 上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

補正後 40,000 同　 上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

道路整備事業費 補正前 38,000 同　 上 同　　上 同　　上

補正後 32,800 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
に つ い て 、
利率の見直
し を 行 っ た
後において
は、当該見
直し後の利
率 ）■ ■ ■

■

その他

交 通 安 全 施 設
整 備 事 業 費 補正前 17,300 20年以内 5年以内

第 ３ 表   地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法

利  率
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和２年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第９号）
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歳 入 別

15 府支出金 ２，２２

明

９，６６９ △１１，５

細

２４ ２，２１８，１４

書

５

18 繰入金 １，９９９，１２６ △４６６，９５７ １，５３２，１６９

20 諸収入 ５０９，０５８ △３４，５５２ ４７４

歳

，５０６

21 市債 ３，０９６，８７３ ９０，３００ ３，１８７，１７３

１ 

歳　　入　　合　

 

　計 ４０，９０１，６

総

３７ △９３，７１５ ４

　

０，８０７，９２２

　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

14

予

国庫支出金 １４，８０

算

３，５０８ ３２９，０

事

１８ １５，１３２，５

項

２６
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歳 入 別

15 府支出金 ２，２２

明

９，６６９ △１１，５

細

２４ ２，２１８，１４

書

５

18 繰入金 １，９９９，１２６ △４６６，９５７ １，５３２，１６９

20 諸収入 ５０９，０５８ △３４，５５２ ４７４

歳

，５０６

21 市債 ３，０９６，８７３ ９０，３００ ３，１８７，１７３

１ 

歳　　入　　合　

 

　計 ４０，９０１，６

総

３７ △９３，７１５ ４

　

０，８０７，９２２

　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

14

予

国庫支出金 １４，８０

算

３，５０８ ３２９，０

事

１８ １５，１３２，５

項

２６
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7,657 △5,400

2 総務費 10,497,343 △13,397 10,483,946 △744 △25,000 12,34

歳

7

　

3 民生費 14,

　

130,340 △13

出

0,697 13,99

（

9,643 △17,5

単

62 △3,248 △1

位

09,887

：

4 衛

千

生費 3,993,99

円

3 279,529 4,

）

273,522 351

補

,047 △5,193

正

△66,325

額

5

の

農林水産業費 29,9

財

75 △3,500 26

源

,475 △3,500

内 訳

6 商工費 429,

款

414 △102,25

補

0 327,164 △1

正

02,250

前

7 土

の

木費 3,267,30

額

0 △48,527 3,

補

218,773 △26

正

,761 △1,500

額

△1,030 △19,

計

236

特

8 消防費 7

定

35,610 △2,5

財

60 733,050 △

源

2,900 340

一 

9 教育費 3,947,

 

647 △44,282

般

3,903,365 △

 

721 4,700 △1

 

3,014 △35,2

財

47

 

10 公債費 3

 

,097,792 △1

源

5,902 3,081

国

,890 △15,90

府

2

支

11 諸支出金 4

出

74,166 △6,7

金

29 467,437 △

地

6,729

方 債

歳 出 合 計 40,90

そ

1,637 △93,7

の

15 40,807,9

他

22 305,259 300 △47,485 △351,789

1 議会費 263,057 △5,400 25
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支
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２　

1

社会資本整備総合交付

 

金（橋りょう補修事業

国

） △3,861

庫負担

2 都市計

金

画費補助金 △244 都市構造再編集中支援事業費補助金（泉大津駅西地区周辺整

備事業） 63,108

都市構造再編集中支援事業費補助金（小松町４号線道路改良

事業） △11,229

都市構造再編集中支援事業費補助金（公園施設整備事業） △47,6

節

43

目 補正前の額 補　

補

正　額 計 説 明
区　　分

　

金　　額

正　

1 民生費国庫

前

負担金 5,003,2

補

79 11,597 5,

　

014,876 2 児童

歳

正

福祉費負担金 4,61

　

0 児童扶養手当負担金

額

△10,757

計

児童手当

千

負担金 △6,960

円

施設

千

型給付費負担金 22,

円

327

千円

　

1

4 国民健康保険事

4

業 6,987 国民健康

,

保険基盤安定負担金

8

費負

0

担金

3,5

3 衛生費国庫負

0

担金 0 273,240

8

273,240 1 保健

　

3

衛生費負担金 273,

2

240 新型コロナウイ

9

ルスワクチン接種対策

,

費国庫負担金

018

計 5,026,256

1

284,837 5,3

5

11,093

(項) 2

,

 国庫補助金

入

13

節
目 補正前の額 補　正

2

　額 計 説 明
区　　分 金

,

　　額

52

1 総務費国庫補

6

助金 8,495,10

(

3 △744 8,494

款

,359 1 総務管理費

)

補助金 △744 地方創

1

生推進交付金

4 国

2 民生

庫

費国庫補助金 419,

支

951 △2,644 4

出

17,307 2 児童福

金

祉費補助金 △2,644 母子家庭高等技能訓

（

練促進補助金 △2,1

単

44

位

保育対策総合支援事

：

業費補助金 △500

千円）

(

3 衛生費国庫補助金 1

款

6,106 77,80

)

7 93,913 1 保健

1

衛生費補助金 77,8

4

07 新型コロナウイル

 

スワクチン接種体制確

国

保事業費補助金

庫支出

5 土

金

木費国庫補助金 618

(

,283 △30,23

項

8 588,045 1 土

)

木費補助金 △29,9

1

94 地籍調査補助金 △

 

2,007

国

社会資本整備

庫

総合交付金（自転車ネ

負

ットワーク整備事業）

担

△15,000

金

社会資本

(

整備総合交付金（道路

項

改良事業） △9,12

)

6
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２　
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018

計 5,026,256

1

284,837 5,3

5

11,093

(項) 2

,

 国庫補助金

入

13

節
目 補正前の額 補　正
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　額 計 説 明
区　　分 金

,

　　額

52

1 総務費国庫補

6

助金 8,495,10

(

3 △744 8,494

款

,359 1 総務管理費
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庫

費国庫補助金 419,
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17,307 2 児童福
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(
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木費国庫補助金 618
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,283 △30,23
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8 588,045 1 土
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木費補助金 △29,9

1
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2,007

国
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（

助金（新図書館整備事業分） △4,480

計 9,755,544 44,181 9,799,725

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

2,229,66

単

9 △11,524 2,218,145

(款)

節

15 府支出金

(項)

目

1 府負担金

補正

節
目 補正前の額 補　正

前

　額 計 説 明
区　　分 金

の

　　額

額 補

1 民生費府負担

位

　

金 1,526,076

正

4,439 1,530

　

,515 2 児童福祉費

額

負担金 △809 児童手

計

当負担金 △1,520

説

施

明

設型給付費負担金 71

区

1

　　

：

分

4 国民健康保険事業 1

金

6,582 国民健康保

　

険基盤安定負担金

　

費負担

額

金

5 後期高齢者医療事 △11,334 後期高齢者医療保険基盤安定負

千

担金

業費負担金

計 1,537,564 4,439 1,542

(

,003

(項) 2 府

款

補助金

)

節
目 補

1

正前の額 補　正　額 計

円

4

説 明
区　　分 金　　額

 国庫

2 民生費府補助金 45

支

6,894 △14,6

出

87 442,207 1

金

社会福祉費補助金 △6

(

,000 老人医療費等

項

助成事業補助金

)

）

2 

2 児童福

国

祉費補助金 △8,68

庫

7 乳幼児医療費等助成

補

事業補助金 △5,68

助

7

金

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 △3,000

6 土木費府補助金 1,765 △1,003 762 1 土木費補助金 △1,003 地籍調査補助金

都市構造

8 教育費府補助金 5

再

2,679 △273 5

編

2,406 1 教育総務

集

費補助金 3,759 大

中

阪府国産農林水産物学

支

校給食提供事業補助金

援事業費補
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節
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円

4
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区　　分 金　　額

 国庫

2 民生費府補助金 45

支

6,894 △14,6

出

87 442,207 1

金

社会福祉費補助金 △6

(

,000 老人医療費等

項

助成事業補助金

)

）

2 

2 児童福

国

祉費補助金 △8,68

庫

7 乳幼児医療費等助成

補

事業補助金 △5,68

助

7

金

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 △3,000

6 土木費府補助金 1,765 △1,003 762 1 土木費補助金 △1,003 地籍調査補助金

都市構造

8 教育費府補助金 5

再
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集
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支

校給食提供事業補助金

援事業費補

− 129 −



（

型給付費補助金

計 538,886 △15,963 522,923

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

1,999,126 △466,957 1,532,

単

169

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰

節

入金

目

節
目 補正

補

前の額 補　正　額 計 説

正

明
区　　分 金　　額

前の

1

額

財政調整基金繰入金 1

補

,084,579 △4

位

　

62,843 621,

正

736 1 財政調整基金

　

繰入 △462,843

額

財政調整基金繰入金

計

金

説 明
区　

4 人材育成基金繰入金

　

5,520 △4,11

：

分

4 1,406 1 人材育

金

成基金繰入 △4,11

　

4 深喜人材育成基金繰

　

入金

額

金

計 1,925,397 △466,957 1,458,440

千

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

509,058 △34,552 474,506

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(

節
目

款

補正前の額 補　正　額

)

計 説 明
区　　分 金　　

1

額

円

5 

1 雑入 442,78

府

6 △34,552 40

支

8,234 1 雑入 △3

出

4,552 介護予防事

金

業交付金 △8,441

(

公

項

共基準点一時撤去・移

)

転（復旧）費 △1,0

2

30

）

 

留守家庭児童会会費

府

△8,900

補

後期高齢者

助

医療定率負担金精算金

金

8,819

3 幼稚園費補助金 △4,032 施設
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千円 千円 千円

509,058 △34,552 474,506

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(

節
目

款

補正前の額 補　正　額

)

計 説 明
区　　分 金　　

1

額

円

5 

1 雑入 442,78

府

6 △34,552 40

支

8,234 1 雑入 △3

出

4,552 介護予防事

金

業交付金 △8,441

(

公

項

共基準点一時撤去・移

)

転（復旧）費 △1,0

2

30

）

 

留守家庭児童会会費

府

△8,900

補

後期高齢者

助

医療定率負担金精算金

金

8,819

3 幼稚園費補助金 △4,032 施設
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（

計 442,786 △34,552 408,234

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

3,096,873 90,300 3,187,173

(款) 21 市債

(項)

単

1 市債

節
目

節

補正前の額 補　正　額

目

計 説 明
区　　分 金　　

補

額

正前

4 土木債 762,7

の

00 △1,500 76

額

1,200 1 都市計画

補

債 △23,400 街路

位

　

整備事業債 △67,7

正

00

　

公園整備事業債 44

額

,300

計 説 明

2 道路橋りょう

区

債 21,900 交通安

　

全施設整備事業債 15

　

,500

：

分

道路整備事業債

金

2,000

　

橋りょう施設

　

整備事業債 4,400

額

5 消防債 79,900 △2,900 77,000 1 消防債 △2,

千

900 消防施設整備事業債

6 教育債 1,003,700 4,70

(

0 1,008,400

款

2 社会教育債 4,70

)

0 新図書館整備事業債

2

円

0 諸

9 減収補てん債 0 9

収

0,000 90,00

入

0 1 減収補てん債 90

(

,000 減収補てん債

項) 5

計 3,096

 

,873 90,300

）

雑

3,187,173

入

収入印紙売払金 △25,000
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（

計 442,786 △34,552 408,234

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

3,096,873 90,300 3,187,173

(款) 21 市債

(項)

単

1 市債

節
目

節

補正前の額 補　正　額

目

計 説 明
区　　分 金　　

補

額

正前

4 土木債 762,7

の

00 △1,500 76

額

1,200 1 都市計画

補

債 △23,400 街路

位

　

整備事業債 △67,7

正

00

　

公園整備事業債 44

額

,300

計 説 明

2 道路橋りょう

区

債 21,900 交通安

　

全施設整備事業債 15

　

,500

：

分

道路整備事業債

金

2,000

　

橋りょう施設

　

整備事業債 4,400

額

5 消防債 79,900 △2,900 77,000 1 消防債 △2,

千

900 消防施設整備事業債

6 教育債 1,003,700 4,70

(

0 1,008,400

款

2 社会教育債 4,70

)

0 新図書館整備事業債

2

円

0 諸

9 減収補てん債 0 9

収

0,000 90,00

入

0 1 減収補てん債 90

(

,000 減収補てん債

項) 5

計 3,096

 

,873 90,300

）

雑

3,187,173

入

収入印紙売払金 △25,000
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３　

用弁償 △2,000

計 263,057 △5,400 257,657 △5,400

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

10,497,343 △13,39

本

7 10,483,94

　

6

(款) 2 総務費

(

年

項) 1 総務管理費

　度　

本　年　度　の　財　

の

源　内　訳 節 説　　　

　

　　　　明
目 補正前の

財

額 補　正　額 計 特　　

　

定　　財　　源
一般財

源

源 区　　分 金　　額 事

　

業 別 区 分 内 訳
国府支出

内

金 地 方 債 そ の 

　

他

訳 節 説

△2,2

　

31 3 文化フォー

　

ラム事業 △2,231

補

　

11 役務費 △2,2

　

314 広報費

　

309,957 △2,

　

231 307,726

　

11 役務費 △2,

明

231

目 補

　講師派遣料

正前

　

の額 補　

△744 △2,350

正

1 一般事務事業（

　

政策 18 負担金、補

額

助及び交付金 △2,0

計

949 企画調

特

査費 7,572,55

　

3 △3,094 7,5

正

　

69,459 8 旅

定

費 △1,000

推

　

進課） △2,094

　財　　源
一般

　

財源 区　　分 金　　額

前

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

補

出金 地 方 債 そ の

　

 他

歳

正　額

△5,

計

400 2 議員人件

千

費 △533 3 職員手

円

当等 △533

千

1 議会費 263,05

円

7 △5,400 257

千

,657 3 職員手

円

当等 △533

　

26

　期末手

3

当8 旅費 △3,3

,

60

13 使用料及

0

び △137

57 △5,

3 議会運

　

4

営事業 △1,867

0

8 旅費 △360賃

0

借料

25

　普通旅費 △17

7

014 工事請負費

,

△1,100

65

　費用弁

7

償 △19018 負

出

(

担金、補 △270

款

助及び交付

) 1 議会

13 使用料

費

及び賃借料 △137金

（単

　バス借上料

位：千円）

14

(

工事請負費 △1,10

款

0

) 1

　設置工事費 △1,

 

009

議会

　インターネッ

費

ト回線工事費 △91

(項) 1 

1

議

8 負担金、補助及び交

会

付金 △270

費

(

　大阪府

項

南部市議会議長会先進

)

都市視察参

1 

  加負担

議

金

会費

4 議会調査研究事業 △3,000 8 旅費 △3,000

　普通旅費 △1,000

　費
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３　

用弁償 △2,000

計 263,057 △5,400 257,657 △5,400

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

10,497,343 △13,39

本

7 10,483,94

　

6

(款) 2 総務費

(

年

項) 1 総務管理費

　度　

本　年　度　の　財　

の

源　内　訳 節 説　　　

　

　　　　明
目 補正前の

財

額 補　正　額 計 特　　

　

定　　財　　源
一般財

源

源 区　　分 金　　額 事

　

業 別 区 分 内 訳
国府支出

内

金 地 方 債 そ の 

　

他

訳 節 説

△2,2

　

31 3 文化フォー

　

ラム事業 △2,231

補

　

11 役務費 △2,2

　

314 広報費

　

309,957 △2,

　

231 307,726

　

11 役務費 △2,

明

231

目 補

　講師派遣料

正前

　

の額 補　

△744 △2,350

正

1 一般事務事業（

　

政策 18 負担金、補

額

助及び交付金 △2,0

計

949 企画調

特

査費 7,572,55

　

3 △3,094 7,5

正

　

69,459 8 旅

定

費 △1,000

推

　

進課） △2,094

　財　　源
一般

　

財源 区　　分 金　　額

前

事 業 別 区 分 内 訳
国府支

補

出金 地 方 債 そ の

　

 他

歳

正　額

△5,

計

400 2 議員人件

千

費 △533 3 職員手

円

当等 △533

千

1 議会費 263,05

円

7 △5,400 257

千

,657 3 職員手

円

当等 △533

　

26

　期末手

3

当8 旅費 △3,3

,

60

13 使用料及

0

び △137

57 △5,

3 議会運

　

4

営事業 △1,867

0

8 旅費 △360賃

0

借料

25

　普通旅費 △17

7

014 工事請負費

,

△1,100

65

　費用弁

7

償 △19018 負

出

(

担金、補 △270

款

助及び交付

) 1 議会

13 使用料

費

及び賃借料 △137金

（単

　バス借上料

位：千円）

14

(

工事請負費 △1,10

款

0

) 1

　設置工事費 △1,

 

009

議会

　インターネッ

費

ト回線工事費 △91

(項) 1 

1

議

8 負担金、補助及び交

会

付金 △270

費

(

　大阪府

項

南部市議会議長会先進

)

都市視察参

1 

  加負担

議

金

会費

4 議会調査研究事業 △3,000 8 旅費 △3,000

　普通旅費 △1,000

　費
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（

地

の 他

 方 

△2

債

5,000 △1,66

そ

7 3 住基・印鑑登

 

録事務 12 委託料 △

の

1,6671

 

戸籍住民登 250,7

他

91 △26,667 224,124 10 需用費 △25,000

事業 △1,667 　窓口業務委託料 △825録費 12 委託料 △1,667

　コンビニ交付システム更改対応業務委託

  料 △842

(款) 2

4 旅

 

券発給事務事業 △25

総

,000 10 需用費

務

△25,000

費 (

　消耗

項

品費

) 1 

計 250

総

,791 △26,66

務

7 224,124 △2

管

5,000 △1,66

理

7

費

　泉州観光ＤＭＯ負担金18 負担金、補 △2,094

助及び交付

単

5 元気な泉大津づくり 8 旅費 △1,000金

本

政策研究事業 △1

位
　

,000 　普通旅費

年

△300

　度

　費用弁償 △

　

700

の　財　源

479 1

：
　

自治会活動助成事業 4

内

79 18 負担金、補

　

助及び交付金 479

訳

10 自治振興費

節

17,569 479 1

説

8,048 18 負

　

担金、補 479

　　

　自治

　

会館整備助成金助

千
　

及び交付

　　

金

明
目 補正前

18,116

の

1 国・府支出金返還事

額

22 償還金、利子及

円

補

び割引料 3,816

　

17 諸費 159

正

,334 18,116

　

177,450 2

額

2 償還金、利 18,1

計

16

特　

業 3,816

　

　国府補助金等返還金

定

子及び割引

料

）

　　財　　源

2 市税等過誤納還付

一

事 22 償還金、利子

般

及び割引料 14,30

財

0

源 区

業 14,300

　

　市税等過誤納還付金

　分 金　

計 9,777

　

,945 13,270

額

9,791,215 △

事

744 14,014

(

業

項) 4 戸籍住民登録

別

費

区 分

本　年　度　の　

内

財　源　内　訳 節 説　

訳

　　　　　　明
目 補正

国

前の額 補　正　額 計 特

府

　　定　　財　　源
一

支

般財源 区　　分 金　　

出

額 事 業 別 区 分 内 訳
国府

金

支出金 地 方 債 そ 
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（

地

の 他

 方 

△2

債

5,000 △1,66

そ

7 3 住基・印鑑登

 

録事務 12 委託料 △

の

1,6671

 

戸籍住民登 250,7

他

91 △26,667 224,124 10 需用費 △25,000

事業 △1,667 　窓口業務委託料 △825録費 12 委託料 △1,667

　コンビニ交付システム更改対応業務委託

  料 △842

(款) 2

4 旅

 

券発給事務事業 △25

総

,000 10 需用費

務

△25,000

費 (

　消耗

項

品費

) 1 

計 250

総

,791 △26,66

務

7 224,124 △2

管

5,000 △1,66

理

7

費

　泉州観光ＤＭＯ負担金18 負担金、補 △2,094

助及び交付

単

5 元気な泉大津づくり 8 旅費 △1,000金

本

政策研究事業 △1

位
　

,000 　普通旅費

年

△300

　度

　費用弁償 △

　

700

の　財　源

479 1

：
　

自治会活動助成事業 4

内

79 18 負担金、補

　

助及び交付金 479

訳

10 自治振興費

節

17,569 479 1

説

8,048 18 負

　

担金、補 479

　　

　自治

　

会館整備助成金助

千
　

及び交付

　　

金

明
目 補正前

18,116

の

1 国・府支出金返還事

額

22 償還金、利子及

円

補

び割引料 3,816

　

17 諸費 159

正

,334 18,116

　

177,450 2

額

2 償還金、利 18,1

計

16

特　

業 3,816

　

　国府補助金等返還金

定

子及び割引

料

）

　　財　　源

2 市税等過誤納還付

一

事 22 償還金、利子

般

及び割引料 14,30

財

0

源 区

業 14,300

　

　市税等過誤納還付金

　分 金　

計 9,777

　

,945 13,270

額

9,791,215 △

事

744 14,014

(

業

項) 4 戸籍住民登録

別

費

区 分

本　年　度　の　

内

財　源　内　訳 節 説　

訳

　　　　　　明
目 補正

国

前の額 補　正　額 計 特

府

　　定　　財　　源
一

支

般財源 区　　分 金　　

出

額 事 業 別 区 分 内 訳
国府

金

支出金 地 方 債 そ 
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会計への繰出

23 介護サービス事業所 18 負担金、補助及び交付金 △2,600

前

特別支援事業 △2,600 　介護サービス事業所特別支援事業助成金

本　年

△6,000 △6

補

　

,000 1 老人医

度

療費助成事 19 扶

　

助費 △12,000

の

4 老人医療助 4

　

9,522 △12,0

財

00 37,522

　

19 扶助費 △12,0

源

00

　内

業 △12,00

　

　

0 　医療費

訳

成費

節 説　　　

△2,600

　

13 障がい福祉サー

　

ビス 18 負担金、補

　

助及び交付金 △2,6

正

　

008 障がい

明

者福 289,521 △

目

2,600 286,9

補

21 18 負担金、

正

補 △2,600

前の

事業

額

所特別支援事業 △2,

補

600 　障がい福祉

　

サービス事業所特別支

　

正

援事業祉費

　

助及び交付

額 計

  助成

特

金金

　　定

計 5

　

,124,596 △4

　

5,733 5,078

額

財

,863 △6,000

　

△3,248 △36,

　

485

(項) 2 児童

源

福祉費

一般

本　年　度　

財

の　財　源　内　訳 節

源

説　　　　　　　明
目

区

補正前の額 補　正　額

　

計 特　　定　　財　　

計

　

源
一般財源 区　　分 金

分

　　額 事 業 別 区 分 内 訳

金

国府支出金 地 方 債

　

そ の 他

　額 事 業

15,506 14,9

別

93 1 人件費 △2

区

1,300 2 給料 △

千

分

12,000

内

1 児童福祉総 1,66

訳

5,069 30,49

国

9 1,695,568

府

2 給料 △12,0

支

00

出金

　一般職給

地

務費 3 職員手当

 

等 △6,300

4

円

方

共済費 △3,000

 債 そ の

3

 

職員手当等 △6,30

他

018 負担金、補 640

千

　地域手当 △500助及び交付

　期末勤勉手当 △5,000金

　通勤手当 △80019 扶助費 51,159

円 千円

△8,900

1

1 人件費 △8,90

4

0 2 給料 △5,30

,

01 社会福祉

1

総 332,579 △8

3

,900 323,67

0

9 2 給料 △5,3

,

00

34

　一般職給

0

務費 3 職員手当

△

等 △2,600

4

1

共済費 △1,000

30,69

3

7

職員手当等 △2,60

1

0

3,

　期末勤勉手当

999,6

4 共

4

済費 △1,000

3

(

　共

款

済組合補給金

) 3 民生

△3,

費

248 △18,985 1 介護保険事業特

（

別会 27 繰出金 △1

単

,2743 老

位

人福祉費 2,182,

：

651 △22,233

千

2,160,418

円

12 委託料 △3,2

）

48

(款
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地

養手当支給 19 扶

 

助費 △32,271

方

3 母子福祉費 5

 

56,924 △35,

債

129 521,795

そ
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2,858
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他
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3 母子家庭等自立支援 18 負担金、補助及び交付金 △2,85819 扶助費 △32,271
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生

48,200 2 給料

費

△35,000

(

4 保育所費 754,
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117 △48,200
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祉
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費
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4 共済費 △5,000

　共済組

4

合補給金

共済費 △3

△5,68

,

7 △22,748

0

1 子ども医療助成事 

0

11 役務費 △2,4

0

936 子ども医療 294,854 △28,435 266,419 11 役務費 △2,493

業 △28,435 　診療報酬審査支払事務手数料助成費 19 扶助費 △25,942

19 扶助費 △25,942

　医療費
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計 5,016,94
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7 △91,265 4,
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925,682 △11
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,562 △79,70
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給
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0,0002

　

児童措置費 1,313

額

,366 △10,00

事

0 1,303,366
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19 扶助費 △10
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内 訳
国府支出

△12,901 △22
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,228 2 児童扶
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(項

別

1 報酬 4,680

区

2 予防費 269,

分

838 351,047

内

620,885 1

訳

報酬 4,680

国府

康づ

支

くり課） 351,04

出

7 　会計年度任用職

金

員報酬3 職員手当

（

地

等 647

7 報償費

 

964

方 債 そ 

3 職員手当等 6

の

478 旅費 50

 他

　

単

期末手当(パートタイム会計年度任用職 10 需用費 11,830

  員)11 役務費 7,446

12 委託料 322,940

位

7 報償費 96417 備品購入費 2,490

(款

　従事者報償費

) 3

：

 民生費

8 旅費 50

(項

　費用弁償

) 3 生

千

活保

10 需用費 11,83

護

0

費

　消耗品費 729

　印刷製本費 10,401

円

　医薬材料費 700

）

△2,100 1 人件費 △2,100 2 給料 △1,70

)

01 生活保護総 152,210 △2,100 150,110 2 給料 △1,700

　一般職給務費 3 職員手当等 △400

3

3 職員手当等 △400

　期末勤勉手当

本

 

　

計 3,1

年

35,784 △2,1

　

00 3,133,68

度

4 △2,100

(項)

　

6 国民健康保険事業

の

費
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本　年　度　の　

　

財　源　内　訳 節 説　

源

　　　　　　明
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明

041 8,401 84

目

9,442 27 繰

補

出金 8,401

正前

別会

の

計繰出金事業 8,40

額

1 　国民健康保険事

保

補

業特別会計への繰出
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正　額 計

計 841,041 8

特

,401 849,44

　

2 8,401
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定
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千円 千円 千円
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業

予防接種事業（健 
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（

地

　講師派遣料

 方 債 そ

1

 

3 使用料及び賃借料 △

の

138

 他

　会場借上料

計 615,886 345,854 961,740 351,047 △5,193

(項) 2 清掃費

本　年　度　の　財　源　内　訳 節 説　　　　　　　明
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区

(

分 内 訳
国府支出金 地 

款

方 債 そ の 他

) 4 衛

△66,325

生

2 泉北環境整備施

費

設 18 負担金、補

(

助及び交付金 △66,

項

3251 清掃

)

総務費 433,556

1

△66,325 367

 

,231 18 負担

保

金、補 △66,325

健衛生

組合負担金事業（ 

費

　泉北環境整備施設組合負担金助及び交付

清掃） △66,325金

計 1,204,149 △66,325 1,137,824 △66,325

11 役務費 7,446

　通信運搬費

単

5,833

　傷害保険料 1,327

　広報紙挟み込み手数料 286

本
位

　年　

12 委託料 322,9

度

40

　の

　予診票穿孔料 1

　

2,000

財　

　予防接種

源

委託料 273,240

：
　内　
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正

補

△4,000

　正

業 △4

　

,000 　泉大津未

額

来ビジョン補助金

計 特　　

計 429,414

定
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△149

　

補　正　前 補　正　

額

額 計

千円 千円 千円

73

事

5,610 △2,56

業

0 733,050

(款

別

) 8 消防費

(項) 1

区

 消防費

分 内

本　年　度

訳

　の　財　源　内　訳

国

節 説　　　　　　　明

府

目 補正前の額 補　正　

支

額 計 特　　定　　財　

出

　源
一般財源 区　　分

金

金　　額 事 業 別 区 分 内
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（

地

訳
国府支出金 地 方 

 

債 そ の 他

方 債 そ

△2,900 340

 

4 通信設備管理事

の

業 △2,560 14

 

工事請負費 △2,56

他

01 常備消防費 724,927 △2,560 722,367 14 工事請負費 △2,560

　高機能消防指令システム部分更新工事費

計 735,610 △2,560 733,050 △2,900 340

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

△5,000 2 みどり維持管理事業 △5,000 11 役務費 △1,500

単

5 緑化推進費 74,667 △5,000 69,667 11 役務費 △1,500

　ごみ処分手数料12 委託料 △3,500

本
位

　年　度

12 委託料 △3,5

　

00

の　

　ごみ収集委託料

財

△1,000

　源

　薬剤散

：
　

布委託料 △2,500

内　訳 節

計 1,267

説

,282 △26,31

　

4 1,240,968

　

15,465 △23,

　

400 △18,379

　

(項) 5 下水道事業

千
　

費

　　

本　年　度　の　

明

財　源　内　訳 節 説　

目

　　　　　　明
目 補正

補

前の額 補　正　額 計 特

正

　　定　　財　　源
一

前

般財源 区　　分 金　　

の

額 事 業 別 区 分 内 訳
国府

額

支出金 地 方 債 そ 

円

補

の 他

　正　

△1

額

49 1 泉北環境整

計

備施設組 18 負担金

特

、補助及び交付金 △1

　

492 都市下

　

水路 2,268 △14

定

9 2,119 18

）

　

負担金、補 △149

　財　

合負担金事業（都市

　

　泉北環境整備施設組

源

合負担金費

一

助及び交付

般財

下水路） △149

源

金

区　　

計 1,

分

412,384 △14

金

9 1,412,235

　

△149

　

補　正　前 補　正　

額

額 計

千円 千円 千円

73

事

5,610 △2,56

業

0 733,050

(款

別

) 8 消防費

(項) 1

区

 消防費

分 内

本　年　度

訳

　の　財　源　内　訳

国

節 説　　　　　　　明

府

目 補正前の額 補　正　

支

額 計 特　　定　　財　

出

　源
一般財源 区　　分

金

金　　額 事 業 別 区 分 内
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の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3,759 △4,000

前

2 小学校運営事業 △4,000 18 負担金、補助及び交付金 △4,0001 学

本

校管理費 1,283,

　

606 △241 1,2

年

83,365 18

　

負担金、補 △241

度　

　

補

の

感染症対策補助金

　

助及び交付

金

財　源　内

5

　

小学校給食事業 3,7

訳

59 18 負担金、補

節

助及び交付金 3,75

　

説

9

　　

　給食食材費補助金

　　　　　明

△12,079

目

2 小学校就学援助事 

正

補

18 負担金、補助及

正

び交付金 △12,07

前

92 教育振興

の

費 62,783 △12

額

,079 50,704

補

18 負担金、補 △

　

12,079

正　

業 △1

額

2,079 　就学援

　

計

助費助及び交付

特　

金

　定　　

計 1,357,172

財

△12,320 1,3

　

44,852 3,75

　

9 △16,079

額

源
一般財源 区　　分 金

計

　　額 事 業 別 区 分 内 訳

千

国府支出金 地 方 債

円

そ の 他

千円 千円

△4,114 17

3

中学生国際交流事業 △

,

4,114 8 旅費 △

9

1,0844

4

教育指導費 128,5

7

63 △4,114 12

,

4,449 8 旅費

6

△1,084

47

　普通旅

△

費 △27112 委

4

託料 △2,710

4,

　費

2

用弁償 △8131

8

8 負担金、補 △320

2

助及び交付

3,903

12 委

,

託料 △2,710

3

金

65

　中学生国際交流事

(

業委託料

款) 9 教

18 負担金、

育

補助及び交付金 △32

費

0

（

　国際交流事業助成

単

金

位：千円）

△3,963

(

2 介助員配置事業 △3

款

,963 3 職員手当

)

等 △3,630

9

5 支援教育費 83,

 

446 △3,963 7

補

教

9,483 3 職員

育

手当等 △3,630

費 (

　

項

期末手当(パートタイ

)

ム会計年度任用職 

1

8 旅費 △333

 教

  

育

員)

　

総務費

(項

8 旅費 △333

) 1

　

 

費用弁償

教育

正

総

計 6

務

79,338 △8,0

費

77 671,261 △4,114 △3,963

(項) 2 小学校費

本　年　度　の　財　源　内　訳 節 説　　　　　　　明
目 補正前
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の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3,759 △4,000

前

2 小学校運営事業 △4,000 18 負担金、補助及び交付金 △4,0001 学

本

校管理費 1,283,

　

606 △241 1,2

年

83,365 18

　

負担金、補 △241

度　

　

補

の

感染症対策補助金

　

助及び交付

金

財　源　内

5

　

小学校給食事業 3,7

訳

59 18 負担金、補

節

助及び交付金 3,75

　

説

9

　　

　給食食材費補助金

　　　　　明

△12,079

目

2 小学校就学援助事 

正

補

18 負担金、補助及

正

び交付金 △12,07

前

92 教育振興

の

費 62,783 △12

額

,079 50,704

補

18 負担金、補 △

　

12,079

正　

業 △1

額

2,079 　就学援

　

計

助費助及び交付

特　

金

　定　　

計 1,357,172

財

△12,320 1,3

　

44,852 3,75

　

9 △16,079

額

源
一般財源 区　　分 金

計

　　額 事 業 別 区 分 内 訳

千

国府支出金 地 方 債

円

そ の 他

千円 千円

△4,114 17

3

中学生国際交流事業 △

,

4,114 8 旅費 △

9

1,0844

4

教育指導費 128,5

7

63 △4,114 12

,

4,449 8 旅費

6

△1,084

47

　普通旅

△

費 △27112 委

4

託料 △2,710

4,

　費

2

用弁償 △8131

8

8 負担金、補 △320

2

助及び交付

3,903

12 委

,

託料 △2,710

3

金

65

　中学生国際交流事

(

業委託料

款) 9 教

18 負担金、

育

補助及び交付金 △32

費

0

（

　国際交流事業助成

単

金

位：千円）

△3,963

(

2 介助員配置事業 △3

款

,963 3 職員手当

)

等 △3,630

9

5 支援教育費 83,

 

446 △3,963 7

補

教

9,483 3 職員

育

手当等 △3,630

費 (

　

項

期末手当(パートタイ

)

ム会計年度任用職 

1

8 旅費 △333

 教

  

育

員)

　

総務費

(項

8 旅費 △333

) 1

　

 

費用弁償

教育

正

総

計 6

務

79,338 △8,0

費

77 671,261 △4,114 △3,963

(項) 2 小学校費

本　年　度　の　財　源　内　訳 節 説　　　　　　　明
目 補正前
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(項
（

区 分

事業

内

△5,200 　留守

訳

家庭児童会運営業務委

国

託料童会費

府

3 職員手当等 △1,

支

187

8 旅費 △7

出

00

金 地

単

 方 

2 留守家庭児童

債

会指導 1 報酬 △3,

そ

00012 委託料

 

△5,200

の 

員配置

他

事業 △4,887 　会計年度任用職員報酬

位

3 職員手当等 △1,187

　期末手当(パートタイム会計年度任用

：

職 

  員)

(款)

8 旅費 △

9

700

 

千

教

　費用弁償

育費 (項)

△

3

1,659 1 勤労

 

青少年ホーム運 1 報

中

酬 △1,659

学

10 勤労青少年 11

円

校

,184 △1,659

費

9,525 1 報酬 △1,659

営事業 △1,659 　会計年度任用職員報酬ホーム費

）

計 1,060,311 △11,746 1,048,565 △4,480 4,700 △8,900 △3,066

(項) 6 保健体育費

本　年　度　の　財　源　内　訳 節 説　　　

△

　　　　明
目 補正前の

6

額 補　正　額 計 特　　

,

定　　財　　源
一般財

0

源 区　　分 金　　額 事

8

業 別 区 分 内 訳
国府支出

0

金 地 方 債 そ の 他

1 中

△1,4

学

10 1 体育振興事

校

業 △1,410 12

運

委託料 △1,410

営

2 体育振興費 8

事

,603 △1,410

業

7,193 12 委

3

託料 △1,410

,9

　市

2

民体育祭運営委託料

0 18 負担

2,863 2 スポ

金

ーツ施設指定管 18

、

負担金、補助及び交付

補

金 2,863

)

助

3 スポーツ施 65,6

及

48 2,863 68,

び

511 18 負担金

交

、補 2,863

付金

理者

3

支援事業 2,863

,

　スポーツ施設指定管

9

理者支援事業助成金

2

設費 助及び

0

交付

金

1 学校管理費 362,489 △6,080 356,409 12 委託料 △10,000

　感染症対策補助金18 負担金、補 3,920

3

助及び交付

6 中学校給食事業 △10,000 12 委託料 △10

本

,000金

　

 

年

　中学

　

校給食業務委託料

度　の　財

△

　

7,512 2 中学

源

校就学援助事業 △7,

　

512 18 負担金、

中

内

補助及び交付金 △7,

　

5122 教育

訳

振興費 45,049 △

節

7,512 37,53

説

7 18 負担金、補

　

△7,512

　　

　就学援

　

助費助及び交付

　

学

　

金

　明
目 補

計 407,538 △1

正

3,592 393,9

前

46 △13,592

(

の

項) 5 社会教育費

額 補

校

　

本　年　度　の　財　

正

源　内　訳 節 説　　　

　

　　　　明
目 補正前の

額

額 補　正　額 計 特　　

計

定　　財　　源
一般財

特

源 区　　分 金　　額 事

　

業 別 区 分 内 訳
国府支出

　

金 地 方 債 そ の 

定

他

　

費

　財

△4,4

　

80 4,700 △22

　

0 5 新図書館整備

源

事業 03 図

一

書館費 786,725

般

0 786,725

財源 区　　

△

分

8,900 △1,18

金

7 1 留守家庭児童

　

会運営 12 委託料 △

　

5,2009

額

留守家庭児 129,4

事

20 △10,087 1

業

19,333 1 報

別

酬 △3,000

− 154 −



(項
（

区 分

事業

内

△5,200 　留守

訳

家庭児童会運営業務委

国

託料童会費

府

3 職員手当等 △1,

支

187

8 旅費 △7

出

00

金 地

単

 方 

2 留守家庭児童

債

会指導 1 報酬 △3,

そ

00012 委託料

 

△5,200

の 

員配置

他

事業 △4,887 　会計年度任用職員報酬

位

3 職員手当等 △1,187

　期末手当(パートタイム会計年度任用

：

職 

  員)

(款)

8 旅費 △

9

700

 

千

教

　費用弁償

育費 (項)

△

3

1,659 1 勤労

 

青少年ホーム運 1 報

中

酬 △1,659

学

10 勤労青少年 11

円

校

,184 △1,659

費

9,525 1 報酬 △1,659

営事業 △1,659 　会計年度任用職員報酬ホーム費

）

計 1,060,311 △11,746 1,048,565 △4,480 4,700 △8,900 △3,066

(項) 6 保健体育費

本　年　度　の　財　源　内　訳 節 説　　　

△

　　　　明
目 補正前の

6

額 補　正　額 計 特　　

,

定　　財　　源
一般財

0

源 区　　分 金　　額 事

8

業 別 区 分 内 訳
国府支出

0

金 地 方 債 そ の 他

1 中

△1,4

学

10 1 体育振興事

校

業 △1,410 12

運

委託料 △1,410

営

2 体育振興費 8

事

,603 △1,410

業

7,193 12 委

3

託料 △1,410

,9

　市

2

民体育祭運営委託料

0 18 負担

2,863 2 スポ

金

ーツ施設指定管 18

、

負担金、補助及び交付

補

金 2,863

)

助

3 スポーツ施 65,6

及

48 2,863 68,

び

511 18 負担金

交

、補 2,863

付金

理者

3

支援事業 2,863

,

　スポーツ施設指定管

9

理者支援事業助成金

2

設費 助及び

0

交付

金

1 学校管理費 362,489 △6,080 356,409 12 委託料 △10,000

　感染症対策補助金18 負担金、補 3,920

3

助及び交付

6 中学校給食事業 △10,000 12 委託料 △10

本

,000金

　

 

年

　中学

　

校給食業務委託料

度　の　財

△

　

7,512 2 中学

源

校就学援助事業 △7,

　

512 18 負担金、

中

内

補助及び交付金 △7,

　

5122 教育

訳

振興費 45,049 △

節

7,512 37,53

説

7 18 負担金、補

　

△7,512

　　

　就学援

　

助費助及び交付

　

学

　

金

　明
目 補

計 407,538 △1

正

3,592 393,9

前

46 △13,592

(

の

項) 5 社会教育費

額 補

校

　

本　年　度　の　財　

正

源　内　訳 節 説　　　

　

　　　　明
目 補正前の

額

額 補　正　額 計 特　　

計

定　　財　　源
一般財

特

源 区　　分 金　　額 事

　

業 別 区 分 内 訳
国府支出

　

金 地 方 債 そ の 

定

他

　

費

　財

△4,4

　

80 4,700 △22

　

0 5 新図書館整備

源

事業 03 図

一

書館費 786,725

般

0 786,725

財源 区　　

△

分

8,900 △1,18

金

7 1 留守家庭児童

　

会運営 12 委託料 △

　

5,2009

額

留守家庭児 129,4

事

20 △10,087 1

業

19,333 1 報

別

酬 △3,000
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（

地 方 債 そ の 他

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

計 118,327 1,453 119,780 1,

単

453

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

3,097,792 △15,902 3,081,890

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

本

本　年　度　の　財　

位
　

源　内　訳 節 説　　　

年

　　　　明
目 補正前の

　

額 補　正　額 計 特　　

度

定　　財　　源
一般財

　

源 区　　分 金　　額 事

の

業 別 区 分 内 訳
国府支出

　

金 地 方 債 そ の 

財

他

　源
：

　

△15,

内

902 1 長期債利

　

子償還事 22 償還

訳

金、利子及び割引料 △

節

15,902

説

2 利子 228,101

　

△15,902 212

　

,199 22 償還

　

金、利 △15,902

　
千

　　

業 △15,902

　

　長期債利子子及

明

び割引

目

料

補正前の

計 3,097

額

,792 △15,90

円

補

2 3,081,890

　

△15,902

正

補　正　前 補

　

　正　額 計

千円 千円 千

額

円

474,166 △6

計

,729 467,43

特

7

(款) 11 諸支出

　

金

(項) 2 上水道事

　

業費

定

）

　

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節 説

財

　　　　　　　明
目 補

　

正前の額 補　正　額 計

　

特　　定　　財　　源

源

一般財源 区　　分 金　

一

　額 事 業 別 区 分 内 訳
国

般

府支出金 地 方 債 そ

財

 の 他

源 区　

△

　

6,729 1 水道

分

事業会計繰出金 27

金

繰出金 △6,729

　

1 上水道事業 1

　

11,421 △6,7

額

29 104,692

事

27 繰出金 △6,7

業

29

別 区

事業 △6,72

分

9 　水道事業会計へ

内

の繰出費

訳
国府支

計 111,421

出

△6,729 104,

金

692 △6,729
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（

地 方 債 そ の 他

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

計 118,327 1,453 119,780 1,

単

453

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

3,097,792 △15,902 3,081,890

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

本

本　年　度　の　財　

位
　

源　内　訳 節 説　　　

年

　　　　明
目 補正前の

　

額 補　正　額 計 特　　

度

定　　財　　源
一般財

　

源 区　　分 金　　額 事

の

業 別 区 分 内 訳
国府支出

　

金 地 方 債 そ の 

財

他

　源
：

　

△15,

内

902 1 長期債利

　

子償還事 22 償還

訳

金、利子及び割引料 △

節

15,902

説

2 利子 228,101

　

△15,902 212

　

,199 22 償還

　

金、利 △15,902

　
千

　　

業 △15,902

　

　長期債利子子及

明

び割引

目

料

補正前の

計 3,097

額

,792 △15,90

円

補

2 3,081,890

　

△15,902

正

補　正　前 補

　

　正　額 計

千円 千円 千

額

円

474,166 △6

計

,729 467,43

特

7

(款) 11 諸支出

　

金

(項) 2 上水道事

　

業費

定

）

　

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節 説

財

　　　　　　　明
目 補

　

正前の額 補　正　額 計

　

特　　定　　財　　源

源

一般財源 区　　分 金　

一

　額 事 業 別 区 分 内 訳
国

般

府支出金 地 方 債 そ

財

 の 他

源 区　

△

　

6,729 1 水道

分

事業会計繰出金 27

金

繰出金 △6,729

　

1 上水道事業 1

　

11,421 △6,7

額

29 104,692

事

27 繰出金 △6,7

業

29

別 区

事業 △6,72

分

9 　水道事業会計へ

内

の繰出費

訳
国府支

計 111,421

出

△6,729 104,

金

692 △6,729
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給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書
　特 　別 　職

給　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　費

区        分 職員数 期末手当 その他の 共　済　費 合　　計 備　考

報　　 酬 給　　 料 （年間支給率分） 地域手当 手当 合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長 等 3 22,751 11,178 1,714 12,354 47,997 7,009 55,006

補

議 員 16 102,235 46,940 149,175 37,591 186,766

正

その他の

後 1,083 90,450 90,450 90,450
特 別 職

計 1,102 192,685 22,751 58,118 1,714 12,354 287,622 44,600 332,222

長 等 3 22,751 11,178 1,714 12,354 47,997 7,009 55,006

補

議 員 16 102,235 47,473 149,708 37,591 187,299

正

その他の

前 1,083 90,450 90,450 90,450
特 別 職

計 1,102 192,685 22,751 58,651 1,714 12,354 288,155 44,600 332,755

長 等

比

議 員 △ 533 △ 533 △ 533

その他の

較 特 別 職

計 △ 533 △ 533 △ 533
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　一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（519）
476

690,757 1,625,154 1,485,501 3,801,412 681,342 4,482,754

補正前
（531）
475

692,867 1,687,654 1,512,133 3,892,654 691,842 4,584,496

比　 較
（△12）

1
△ 2,110 △ 62,500 △ 26,632 △ 91,242 △ 10,500 △ 101,742

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,943 105,994 811,208 60,028 40,144 34,057 114,222 11,404

補　正　前 50,943 108,394 834,140 60,528 40,944 34,057 114,222 11,404

比　　　 較 0 △ 2,400 △ 22,932 △ 500 △ 800 0 0 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,485,501

補　正　前 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,512,133

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 △ 26,632

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（18）
464

1,600,210 1,342,854 2,943,064 564,247 3,507,311

補正前
（27）
463

1,662,710 1,364,854 3,027,564 574,747 3,602,311

比　 較 （△9）
1

△ 62,500 △ 22,000 △ 84,500 △ 10,500 △ 95,000

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,943 104,496 672,123 60,028 39,650 34,057 114,222 11,404

補　正　前 50,943 106,896 690,423 60,528 40,450 34,057 114,222 11,404

比　　　 較 0 △ 2,400 △ 18,300 △ 500 △ 800 0 0 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,342,854

補　正　前 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,364,854

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 △ 22,000

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
(501)
12

690,757 24,944 142,647 858,348 117,095 975,443

補正前
(504)
12

692,867 24,944 147,279 865,090 117,095 982,185

比　 較
(△3)

0
△ 2,110 0 △ 4,632 △ 6,742 0 △ 6,742

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期　　 末 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務 退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 1,498 139,085 494 0 0 1,570 0 142,647

補　正　前 1,498 143,717 494 0 0 1,570 0 147,279

比　　　 較 0 △ 4,632 0 0 0 0 0 △ 4,632

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

 区　　分   増減額(千円) 　増減事由別内訳（千円） 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

給 料 △ 62,500
その他の
増減分

△ 62,500 異動等による減

   説　明

職 員 手 当 △ 26,632
その他の
増減分

△ 26,632 異動等による減

報 酬 △ 2,110
その他の
増減分

△ 2,110 異動等による減
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(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補正後の額

１．普  通  債 11,660,179 2,098,000 300 2,098,300 1,766,089 1,766,089 11,992,090 11,992,390

(1) 総務債 574,304 3,600 3,600 104,290 104,290 473,614 473,614

(2) 民生債 547,144 51,300 51,300 15,386 15,386 583,058 583,058

(3) 衛生債 426,281 183,600 183,600 199,222 199,222 410,659 410,659

(4) 農林水産業債 4,400 199 199 4,201 4,201

(5) 土木債 4,499,435 753,900 △ 1,500 752,400 986,148 986,148 4,267,187 4,265,687

(6) 公営住宅債 698,765 8,800 8,800 32,540 32,540 675,025 675,025

(7) 消防債 969,600 79,900 △ 2,900 77,000 46,686 46,686 1,002,814 999,914

(8) 教育債 3,940,250 1,016,900 4,700 1,021,600 381,618 381,618 4,575,532 4,580,232

２．災 害 復 旧 債 161,000 161,000 161,000

(1) 民生債 9,800 9,800 9,800

(2) 衛生債 5,900 5,900 5,900

(3) 土木債 113,700 113,700 113,700

(4) 公営住宅債 1,400 1,400 1,400

(5) 消防債 1,800 1,800 1,800

(6) 教育債 28,400 28,400 28,400

３．そ の 他 債 14,748,456 998,873 90,000 1,088,873 1,103,602 1,103,602 14,643,727 14,733,727

(1) 減税補てん債 194,704 51,806 51,806 142,898 142,898

(2)
臨 時 財 政
対 策 債

14,428,018 998,873 998,873 1,042,074 1,042,074 14,384,817 14,384,817

(3) 減収補てん債 125,734 90,000 90,000 9,722 9,722 116,012 206,012

26,569,635 3,096,873 90,300 3,187,173 2,869,691 2,869,691 26,796,817 26,887,117合　　　計

当該年度末現在高見込額
 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金償還見込額

地 方 債 の 当 該 年 度 中 に お け る 増 減 見 込 額 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区　　　分
前年度末
現在高

当該年度中の増減見込額
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 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算

（補正第４号）
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議案第８号 

 

令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正

予算 

 

令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３，０５６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，２５５，８８１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第　 入

1 国民健康保険料 1

　

,440,899 △2

歳

0,656 1,420

　

,243

出

3 国庫支出金 7,8

　

39 20,656 28

予

,495

　

1 国庫補助金 7,8

算

39 20,656 28

　

,495

１ 補

4 府支出金 5,87

　

7,242 132 5,

正

877,374

歳

1 府補助金 5

　

,877,242 13

　

2 5,877,374

入

6 繰入金 841,041 8,401 849,442

1 他会

　

計繰入金 841,041 8,401 849,442

7 繰越金 1 74,523 74,524

（

1 繰越金 1 7

単

4,523 74,52

位

4

歳　

：

　入　　合　　計 8,

千

172,825 83,

表

円

056 8,255,8

）

81

歳　　出

款

（単位：千円

項

）

款 項 補正前の額 補　補 正　額 計正

国民健康保険事業費納

前

3 2,140,563

の

0 2,140,563

額

付金

1

補

医療給付費分 1,54

　

　

3,881 0 1,54

正

3,881

　

2 後期高齢者支援

額

金等分 428,734

計

0 428,734

3 介護納付金分 167,948 0 167,948

5 基金積立金 4 82,056 82,

 

060

1

1 基金積立金 4 82,

国

056 82,060

民

7 諸支出

健

金 7,570 1,00

康

0 8,570

保

2 償還金及び還

険

付加算金 6,979 1

料

,000 7,979

1

歳　　出

 

,

　　合　　計 8,17

4

2,825 83,05

4

6 8,255,881

0,899 △2

歳

0,656 1,420

　

,243
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第　 入

1 国民健康保険料 1

　

,440,899 △2

歳

0,656 1,420

　

,243

出

3 国庫支出金 7,8

　

39 20,656 28

予

,495

　

1 国庫補助金 7,8

算

39 20,656 28

　

,495

１ 補

4 府支出金 5,87

　

7,242 132 5,

正

877,374

歳

1 府補助金 5

　

,877,242 13

　

2 5,877,374

入

6 繰入金 841,041 8,401 849,442

1 他会

　

計繰入金 841,041 8,401 849,442

7 繰越金 1 74,523 74,524

（

1 繰越金 1 7

単

4,523 74,52

位

4

歳　

：

　入　　合　　計 8,

千

172,825 83,

表

円

056 8,255,8

）

81

歳　　出

款

（単位：千円

項

）

款 項 補正前の額 補　補 正　額 計正

国民健康保険事業費納

前

3 2,140,563

の

0 2,140,563

額

付金

1

補

医療給付費分 1,54

　

　

3,881 0 1,54

正

3,881

　

2 後期高齢者支援

額

金等分 428,734

計

0 428,734

3 介護納付金分 167,948 0 167,948

5 基金積立金 4 82,056 82,

 

060

1

1 基金積立金 4 82,

国

056 82,060

民

7 諸支出

健

金 7,570 1,00

康

0 8,570

保

2 償還金及び還

険

付加算金 6,979 1

料

,000 7,979

1

歳　　出

 

,

　　合　　計 8,17

4

2,825 83,05

4

6 8,255,881

0,899 △2

歳

0,656 1,420

　

,243
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※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算に関する説明書

（補正第４号）
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歳 入 別

国庫支出金 ７，８３９

明

２０，６５６ ２８，４

細

９５

書

4 府支出金 ５，８７７，２４２ １３２ ５，８７７，３７４

6 繰入金 ８４１，０４１ ８，４０１ ８４９，４４２

7 繰越金 １

歳

７４，５２３ ７４，５２４

歳　　入　　合　　計 ８，１７２，

１

８２５ ８３，０５６ ８

 

，２５５，８８１

 総　　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

1 国

予

民健康保険料 １，４４

算

０，８９９ △２０，６

事

５６ １，４２０，２４

項

３

3
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歳 入 別

国庫支出金 ７，８３９

明

２０，６５６ ２８，４

細

９５

書

4 府支出金 ５，８７７，２４２ １３２ ５，８７７，３７４
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１
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，２５５，８８１
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出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計
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予

民健康保険料 １，４４

算

０，８９９ △２０，６

事

５６ １，４２０，２４

項

３

3
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563 0 2,140,563 20,788 △20,788

5 基金積立金 4 82,056 82,060 82,056

歳

7 諸支出金

　

7,570 1,000

　

8,570 1,000

出 （

歳 出 合 計

単

8,172,825 8

位

3,056 8,255

：

,881 20,788

千

△20,788 83,

円

056

）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3 国民健康保険事業費納付金 2,140,
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２　

項) 1 国民健康保険料

節
目 補正前

補

の額 補　正　額 計 説 明

　

区　　分 金　　額

正　

1 一

前

般被保険者国民健康保

補

険料 1,440,73

　

1 △20,656 1,

歳

正

420,075 1 医療

　

給付費分現年 △14,

額

459 医療給付費分現

計

年分

千

分

円 千円

2 後期高齢者支援金

千

△4,441 後期高齢

円

者支援金分現年分

　

1

分現年

,

分

440

3 介護納付金分現年 △

,

1,756 介護納付金

8

分現年分

9

分

9 △

計 1

　

2

,440,899 △2

0

0,656 1,420

,

,243

6

補　正　前 補　正　

5

額 計

千円 千円 千円

7,

6

839 20,656 2

1

8,495

(款) 3 

,

国庫支出金

(項) 1 

4

国庫補助金

2

節

入

0

目 補正前の額 補　正　

,

額 計 説 明
区　　分 金　

2

　額

43

2 災害等臨時特例

(

補助金 6,354 20

款

,656 27,010

)

1 災害等臨時特例補 2

1

0,656 災害等臨時

 

特例補助金

国

助金

民健康

計 7,839 20,6

保

56 28,495

険料

（単位：千円）

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

(
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節

入

0
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　額

43
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(
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,656 27,010

)
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特例補助金

国

助金

民健康

計 7,839 20,6

保

56 28,495

険料

（単位：千円）

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料
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節
目 補正前の額

前

補　正　額 計 説 明
区　

補

　分 金　　額

　正

2 老人等

　

医療費助成補助金 9,

額

496 132 9,62

計

8 1 老人医療費助成補

千

△1,523 老人医療

円

費助成補助金

千

助金

円 千円

2 障がい

5

者医療費助 1,790

,

障がい者医療費助成補

8

助金

7

成補助金

7,2

3 ひとり親家

4

庭医療 △135 ひとり

2

親家庭医療費助成補助

1

金

3

費助成補助金

2 5,

計 5,877,242

8

132 5,877,3

7

74

補

7

　正　前 補　正　額 計

,

千円 千円 千円

841,

3

041 8,401 84

7

9,442

(款) 6 

4

繰入金

(項) 1 他会

(

計繰入金

款

節
目

)

補正前の額 補　正　額

4

計 説 明
区　　分 金　　

 

額

府支

1 一般会計繰入金 8

出

41,041 8,40

金

1 849,442 1 保険基盤安定繰入 17,

（

452 保険料軽減分

単

金（

位

保険料軽減分

：

）

千円）

2 保険基盤

(

安定繰入 13,974

款

保険者支援分

)

金（保険者

4

支援分

 

）

府支出

6 その他繰入金 △

補

金

23,025 その他繰

(

入金

項) 1 府補助金

　

(項) 1 府補助金

正
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節
目 補正前の額

前

補　正　額 計 説 明
区　

補

　分 金　　額

　正

2 老人等

　

医療費助成補助金 9,

額

496 132 9,62

計
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千

△1,523 老人医療

円

費助成補助金

千

助金

円 千円

2 障がい

5

者医療費助 1,790
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8
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7

成補助金

7,2
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4
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2
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金

3
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2 5,

計 5,877,242

8

132 5,877,3

7

74

補

7

　正　前 補　正　額 計

,

千円 千円 千円

841,

3

041 8,401 84

7

9,442

(款) 6 

4

繰入金

(項) 1 他会

(

計繰入金

款

節
目

)

補正前の額 補　正　額

4

計 説 明
区　　分 金　　

 

額

府支

1 一般会計繰入金 8

出

41,041 8,40

金

1 849,442 1 保険基盤安定繰入 17,

（

452 保険料軽減分

単

金（

位

保険料軽減分

：

）

千円）

2 保険基盤

(

安定繰入 13,974

款

保険者支援分

)

金（保険者

4

支援分

 

）

府支出

6 その他繰入金 △

補

金

23,025 その他繰

(

入金

項) 1 府補助金

　

(項) 1 府補助金

正
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（

1 849,442

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 74,523 74,524

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説 明

区　　分 金　　額

単

1 繰

節

越金 1 74,523 7

目

4,524 1 繰越金 7

補

4,523 繰越金

正前の

計 1 74,523

額

74,524

補

位

　正　額 計 説 明
区　　

：

分 金　　額

千

(款) 6

円

 繰入金 (項) 1 他

）

会計繰入金

計 841,041 8,40
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1 849,442

補　正　前 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 74,523 74,524

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説 明

区　　分 金　　額

単

1 繰

節

越金 1 74,523 7

目

4,524 1 繰越金 7

補

4,523 繰越金

正前の

計 1 74,523

額

74,524

補

位

　正　額 計 説 明
区　　

：

分 金　　額

千

(款) 6

円

 繰入金 (項) 1 他

）

会計繰入金

計 841,041 8,40
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３　

付費

計 167,948 0 1

分

67,948 1,75

(

6 △1,756

項) 1 医療給付費分

補

本　年　度

　

　の　財　源　内　訳

正

節 説　　　　　　　明

　

目 補正前の額 補　正　

前

額 計 特　　定　　財　

補

　源
一般財源 区　　分

　

金　　額 事 業 別 区 分 内

歳

正

訳
国府支出金 地 方 

　

債 そ の 他

額 計

千円

14,591 △14

千

,591 1 国民健

円

康保険事業費

千

1 一般被保険 1,5

円

43,872 0 1,5

　

2

43,872

,1

納付金 0

4

者医療給付

0,

費分

563

計

0

1,543,881 0

　

2

1,543,881 1

,

4,591 △14,5

1

91

(項) 2 後期高

4

齢者支援金等分

0,

本　

5

年　度　の　財　源　

6

内　訳 節 説　　　　　

3

　　明
目 補正前の額 補

(

　正　額 計 特　　定　

出

款

　財　　源
一般財源 区

)

　　分 金　　額 事 業 別

3

区 分 内 訳
国府支出金 地

 

 方 債 そ の 他

国民健康

4,441 △

保

4,441 1 国民

険

健康保険事業費

事

1 一般被保険 42

業

8,497 0 428,

費

497

納

納

付

付金 0者後期

金

高齢

（

者支援金等

単位

分

：千円

計 4

）

28,734 0 428

(

,734 4,441 △

款

4,441

(項) 3 

)

介護納付金分

3 

本　年

国

　度　の　財　源　内

民

　訳 節 説　　　　　　

健

　明
目 補正前の額 補　

康

正　額 計 特　　定　　

保

財　　源
一般財源 区　

険

　分 金　　額 事 業 別 区

事

分 内 訳
国府支出金 地 

業

方 債 そ の 他

費納付金

1,756 △1

(

,756 1 国民健

項

康保険事業納

)

1 介護納付金 167

 

,948 0 167,9

 

48

 

付金

医

0分

療給
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2
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,
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1
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(項) 2 後期高

4

齢者支援金等分
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5

年　度　の　財　源　

6

内　訳 節 説　　　　　

3

　　明
目 補正前の額 補
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出
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)
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3
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 方 債 そ の 他
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保
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険

健康保険事業費

事

1 一般被保険 42

業

8,497 0 428,

費
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納

納

付

付金 0者後期

金

高齢

（

者支援金等

単位

分

：千円

計 4

）

28,734 0 428

(

,734 4,441 △

款

4,441

(項) 3 

)

介護納付金分

3 

本　年

国

　度　の　財　源　内

民

　訳 節 説　　　　　　

健

　明
目 補正前の額 補　

康

正　額 計 特　　定　　

保

財　　源
一般財源 区　

険

　分 金　　額 事 業 別 区

事

分 内 訳
国府支出金 地 

業

方 債 そ の 他

費納付金

1,756 △1

(

,756 1 国民健

項

康保険事業納

)

1 介護納付金 167

 

,948 0 167,9
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付金

医

0分

療給
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本　年　

前

度　の　財　源　内　

補

訳 節 説　　　　　　　

　

明
目 補正前の額 補　正

正

　額 計 特　　定　　財

　

　　源
一般財源 区　　

額

分 金　　額 事 業 別 区 分

計

内 訳
国府支出金 地 方

千

 債 そ の 他

円 千円 千

82,056

円

1 基金積立金 82,0

4

56 24 積立金 82

8

,0561 財

2

政調整基 4 82,05

,

6 82,060 2

0

4 積立金 82,056

56 8

　財政調整基金積立金

2

金積立金

,060

計 4 82,056

(

82,060 82,0

款

56

補

)

　正　前 補　正　額 計

5

千円 千円 千円

7,57

 

0 1,000 8,57

基

0

(款) 7 諸支出金

金

(項) 2 償還金及び

積

還付加算金

立金

本　年　度　の　財　源　内　

（

訳 節 説　　　　　　　

単

明
目 補正前の額 補　正

位

　額 計 特　　定　　財

：

　　源
一般財源 区　　

千

分 金　　額 事 業 別 区 分

円

内 訳
国府支出金 地 方

）

 債 そ の 他

(款) 5

1,000 1

 

一般被保険者保険料

基

22 償還金、利子及び

金

割引料 1,000

積

1 一般被保険 6,

立

718 1,000 7,

金

718 22 償還金

(

、利 1,000

項)

還付

1

事業 1,000 　一

 

般被保険者保険料過誤

補

基

納付還付金者

金

保険料還 子及び割

積

引

立

付

金

金 料

(項)

計 6

1

,979 1,000 7

 

,979 1,000

　

基金積立金

正
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補
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56 8

　財政調整基金積立金

2

金積立金

,060

計 4 82,056

(

82,060 82,0

款

56

補

)

　正　前 補　正　額 計

5

千円 千円 千円

7,57

 

0 1,000 8,57

基

0

(款) 7 諸支出金

金

(項) 2 償還金及び

積

還付加算金

立金

本　年　度　の　財　源　内　

（

訳 節 説　　　　　　　

単

明
目 補正前の額 補　正

位

　額 計 特　　定　　財

：

　　源
一般財源 区　　

千

分 金　　額 事 業 別 区 分

円

内 訳
国府支出金 地 方

）

 債 そ の 他

(款) 5

1,000 1

 

一般被保険者保険料

基

22 償還金、利子及び

金

割引料 1,000

積

1 一般被保険 6,

立

718 1,000 7,

金

718 22 償還金

(

、利 1,000

項)

還付

1

事業 1,000 　一

 

般被保険者保険料過誤

補

基

納付還付金者

金

保険料還 子及び割

積

引

立

付

金

金 料

(項)

計 6

1

,979 1,000 7

 

,979 1,000

　

基金積立金

正
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議案第９号 

 

令和２年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算 

 

 令和２年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，４４１千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，７０３，５６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第　 入

護保険料 1,091,

　

749 △1,963 1

歳

,089,786

　

2 国庫支出

出

金 1,312,126

　

△2,528 1,30

予

9,598

　

2 国庫補助金 35

算

8,664 △2,52

　

8 356,136

１ 補

3 支払基金

　

交付金 1,440,8

正

09 △1,402 1,

歳

439,407

　

1 支払基金交

　

付金 1,440,80

入

9 △1,402 1,439,407

4 府支出金 766,404 △1,27

　

4 765,130

2 府補助金 55,716 △1,274 54,442

6 繰入金 1

（

,058,621 △1

単

,274 1,057,

位

347

：

1 一般会計繰入金 95

千

3,234 △1,27

表

円

4 951,960

）

歳　　入　

款

　合　　計 5,712

項

,010 △8,441

補

5,703,569

歳

正

　　出

前

（単位：千円）

款 項の 補正前の額 補　正　額額 計

3 地域

補

支援事業費 388,6

　

　

28 △8,441 38

正

0,187

　

包括的支援・任意事

額

業
1 105,752 △

計

3,248 102,504
費

3 一般介護予防事業費 26,768 △5,193 21,575

 

歳　　出　　合　

1

　計 5,712,01

介

0 △8,441 5,7

護

03,569

保険料 1,0

 

91,749 △1,9

歳

63 1,089,78

　

6

1 介
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 令和２年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算
 に関する説明書

（補正第４号）
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歳 入 別

出金 １，３１２，１２

明

６ △２，５２８ １，３

細

０９，５９８

書

3 支払基金交付金 １，４４０，８０９ △１，４０２ １，４３９，４０７

4 府支出金 ７６６，４０４ △１，２７４ ７６５，１３０

歳

6 繰入金 １，０５８，６２１ △１，２７４ １，０５７，３４７

１

歳　　

 

入　　合　　計 ５，７

 

１２，０１０ △８，４

総

４１ ５，７０３，５６

　

９

　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

1 介

予

護保険料 １，０９１，

算

７４９ △１，９６３ １

事

，０８９，７８６

項

2 国庫支
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入　　合　　計 ５，７
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総

４１ ５，７０３，５６

　

９

　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

1 介

予
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算
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事
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項

2 国庫支
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41 380,187 △3,802 △1,402 △3,237

歳 出 合 計 5,712,010 △8,441 5,703,56

歳

9 △3,802 △1,

　

402 △3,237

　出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3 地域支援事業費 388,628 △8,4
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２　

険料

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説

補

明
区　　分 金　　額

　正

1

　

第１号被保険者保険料

前

1,091,749 △

補

1,963 1,089

　

,786 2 普通徴収現

歳

正

年分 △1,963 現年

　

分

額 計

計 1,09

千

1,749 △1,96

円

3 1,089,786

千

補　正

円

　前 補　正　額 計

千円

千

千円 千円

1,312,

円

126 △2,528 1

　

1

,309,598

(款

,

) 2 国庫支出金

(項

0

) 2 国庫補助金

91

節
目 補正前の額 補

,

　正　額 計 説 明
区　　

7

分 金　　額

49

1 調整交付

△

金 244,405 △2

　

1

39 244,166 1

,

現年度分 △239 総合

9

事業調整交付金

63 1

2 地

,

域支援事業交付金 97

0

,289 △2,289

8

95,000 1 現年度

9

分 △2,289 介護予

入

,

防事業交付金 △1,0

7

39

8

包括的支援・任意事

6

業交付金 △1,250

(款)

計 358,6

1

64 △2,528 35

 

6,136

介護保険料

（単位：千円）

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 1 介護保
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金交付金

前

節
目

補

補正前の額 補　正　額

　

計 説 明
区　　分 金　　

正

額

　額

2 地域支援事業交付

計

金 76,376 △1,

千

402 74,974 1

円

現年度分 △1,402

千

介護予防事業交付金

円 千円

計 1,440,

1

809 △1,402 1

,

,439,407

4

補　正　前

4

補　正　額 計

千円 千円

0

千円

766,404 △

,

1,274 765,1

8

30

(款) 4 府支出

0

金

(項) 2 府補助金

9 △

節
目 補正前の

1

額 補　正　額 計 説 明
区

,

　　分 金　　額

40

1 地域

2

支援事業交付金 55,

1

716 △1,274 5

,

4,442 1 現年度分

4

△1,274 介護予防

3

事業交付金 △649

9

包括

,

的支援・任意事業交付

4

金 △625

07

計

(

55,716 △1,2

款

74 54,442

)

補　正　前

3

補　正　額 計

千円 千円

 

千円

1,058,62

支

1 △1,274 1,0

払

57,347

(款) 6

基

 繰入金

(項) 1 一

金

般会計繰入金

交付

節
目 補正前の額 補　正

金

　額 計 説 明
区　　分 金　　額

（単

3 地域支援事業

位

繰入金 55,716 △

：

1,274 54,44

千

2 1 現年度分 △1,2

円

74 介護予防事業繰入

）

金 △649

(款

補

) 3 支払基金交付金

　

(項) 1 支払基金交

正

付金

(項) 1 支払基
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金交付金
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区
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千円

1,058,62

支
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(款) 6

基

 繰入金

(項) 1 一

金

般会計繰入金

交付

節
目 補正前の額 補　正

金

　額 計 説 明
区　　分 金　　額

（単

3 地域支援事業

位

繰入金 55,716 △

：

1,274 54,44

千

2 1 現年度分 △1,2

円

74 介護予防事業繰入

）
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(款

補

) 3 支払基金交付金

　

(項) 1 支払基金交

正

付金

(項) 1 支払基
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（

25

計 953,234 △1,274 951,960

単

節
目 補正前の額 補

位

　正　額 計 説 明
区　　

：

分 金　　額

千

(款) 6

円

 繰入金 (項) 1 一

）

般会計繰入金

包括的支援・任意事業繰入金 △6
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単

節
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３　

) 1 包括的支援・任意事業費

補

本　年　度

　

　の　財　源　内　訳

正

節 説　　　　　　　明

　

目 補正前の額 補　正　

前

額 計 特　　定　　財　

補

　源
一般財源 区　　分

　

金　　額 事 業 別 区 分 内

歳

正

訳
国府支出金 地 方 

　

債 そ の 他

額 計

千円

△1,875 △1,

千

373 1 任意事業

円

△3,248 18 負

千

担金、補助及び交付金

円

△3,248

　

3

2 任意事業費 46,0

8

55 △3,248 42

8

,807 18 負担

,

金、補 △3,248

62

　

8

地域自立生活支援事業

△

費助及び交付

8,

金

　

441

計

3

105,752 △3,

8

248 102,504

0

△1,875 △1,3

,

73

(項) 3 一般介

1

護予防事業費

87

本　年

出

(

　度　の　財　源　内

款

　訳 節 説　　　　　　

)

　明
目 補正前の額 補　

3

正　額 計 特　　定　　

 

財　　源
一般財源 区　

地

　分 金　　額 事 業 別 区

域

分 内 訳
国府支出金 地 

支

方 債 そ の 他

援事業費

△1,927 △1,402 △1,86

（

4 1 一般介護予防

単

事業費 △5,193

位

18 負担金、補助及び

：

交付金 △5,193

千

1 一般介護予 2

円

6,768 △5,19

）

3 21,575 1

(

8 負担金、補 △5,1

款

93

) 3

　介護予防高齢者

 

施策事業負担金

地

防事業費 助及び

域

交付

支

金

援事業費

計 26,768

(

△5,193 21,5

項

75 △1,927 △1

)

,402 △1,864

1 包括的支援・任意事業費

(項
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３　

) 1 包括的支援・任意事業費

補

本　年　度

　

　の　財　源　内　訳

正

節 説　　　　　　　明

　

目 補正前の額 補　正　

前

額 計 特　　定　　財　

補

　源
一般財源 区　　分

　

金　　額 事 業 別 区 分 内

歳

正

訳
国府支出金 地 方 

　

債 そ の 他

額 計

千円

△1,875 △1,

千

373 1 任意事業

円

△3,248 18 負

千

担金、補助及び交付金

円

△3,248

　

3

2 任意事業費 46,0

8

55 △3,248 42

8

,807 18 負担

,

金、補 △3,248

62

　

8

地域自立生活支援事業

△

費助及び交付

8,

金

　

441

計

3

105,752 △3,

8

248 102,504

0

△1,875 △1,3

,

73

(項) 3 一般介

1

護予防事業費

87

本　年

出

(

　度　の　財　源　内

款

　訳 節 説　　　　　　

)

　明
目 補正前の額 補　

3

正　額 計 特　　定　　

 

財　　源
一般財源 区　

地

　分 金　　額 事 業 別 区

域

分 内 訳
国府支出金 地 

支

方 債 そ の 他

援事業費

△1,927 △1,402 △1,86

（

4 1 一般介護予防

単

事業費 △5,193

位

18 負担金、補助及び

：

交付金 △5,193

千

1 一般介護予 2

円

6,768 △5,19

）

3 21,575 1

(

8 負担金、補 △5,1

款

93

) 3

　介護予防高齢者

 

施策事業負担金

地

防事業費 助及び

域

交付

支

金

援事業費

計 26,768

(

△5,193 21,5

項

75 △1,927 △1

)

,402 △1,864

1 包括的支援・任意事業費

(項
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（補正第２号）

令和２年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算
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議案第１０号 

 

令和２年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

令和２年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５，１１１千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，００６，５２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第　 入

金 260,412 △1

　

5,111 245,3

歳

01

歳

　

　　入　　合　　計 1

出

,021,635 △1

　

5,111 1,006

予

,524

歳　　出

　

（単位：

算

千円）

款 項 補正前の額

　

補　正　額 計

１ 補

後期高齢者医療広

　

域連
2 976,219

正

△15,111 961

歳

,108
合納付金

　

後期高齢者医

　

療広域連
1 976,2

入

19 △15,111 961,108
合納付金

歳　　出　　

　

合　　計 1,021,635 △15,111 1,006,524

（単位：千

表

円）

款 項 補正前の額 補

　

　正　額 計

 

2 繰入金 260,4

 

12 △15,111 2

歳

45,301

　

1 一般会計繰入
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第　 入

金 260,412 △1

　

5,111 245,3

歳

01

歳

　

　　入　　合　　計 1

出

,021,635 △1

　

5,111 1,006

予

,524

歳　　出

　

（単位：

算

千円）

款 項 補正前の額

　

補　正　額 計

１ 補

後期高齢者医療広

　

域連
2 976,219

正

△15,111 961

歳

,108
合納付金

　

後期高齢者医

　

療広域連
1 976,2

入

19 △15,111 961,108
合納付金

歳　　出　　

　

合　　計 1,021,635 △15,111 1,006,524

（単位：千

表

円）

款 項 補正前の額 補

　

　正　額 計

 

2 繰入金 260,4

 

12 △15,111 2

歳

45,301

　

1 一般会計繰入
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（補正第２号）

 令和２年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予
 算に関する説明書
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歳 入 別

　合　　計 １，０２１

明

，６３５ △１５，１１

細

１ １，００６，５２４

書歳

１  総　　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

2 繰

予

入金 ２６０，４１２ △

算

１５，１１１ ２４５，

事

３０１

項

歳　　入　
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歳 入 別

　合　　計 １，０２１

明

，６３５ △１５，１１

細

１ １，００６，５２４

書歳

１  総　　

出

括

歳　　入 （単位：千

補

円）

款 補 正 前 の 額 補 正

正

額 計

2 繰

予

入金 ２６０，４１２ △

算

１５，１１１ ２４５，

事

３０１

項

歳　　入　
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219 △15,111 961,108 △15,111

歳 出 合 計 1,021,635 △15,111 1,006,524 △

歳

15,111

　　出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2 後期高齢者医療広域連合納付金 976,
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219 △15,111 961,108 △15,111

歳 出 合 計 1,021,635 △15,111 1,006,524 △

歳

15,111

　　出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一  般  財  源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2 後期高齢者医療広域連合納付金 976,
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２　

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説 明

区　

補

　分 金　　額

　正

1 一般会

　

計繰入金 260,41

前

2 △15,111 24

補

5,301 3 保険基盤

　

安定繰入 △15,11

歳

正

1 保険基盤安定繰入金

　

金

額 計

千

計 260,4

円

12 △15,111 2

千

45,301

円 千円

　

260,412 △15

　

,111 245,30

入

1

(款) 2 繰入金

（単位：千円）

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(項) 1 一般会計繰入金
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２　

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説 明

区　

補

　分 金　　額

　正

1 一般会

　

計繰入金 260,41

前

2 △15,111 24

補

5,301 3 保険基盤

　

安定繰入 △15,11

歳

正

1 保険基盤安定繰入金

　

金

額 計

千

計 260,4

円

12 △15,111 2

千

45,301

円 千円

　

260,412 △15

　

,111 245,30

入

1

(款) 2 繰入金

（単位：千円）

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(項) 1 一般会計繰入金
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３　

1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域

補

連合納付金

　正

本　年　

　

度　の　財　源　内　

前

訳 節 説　　　　　　　

補

明
目 補正前の額 補　正

　

　額 計 特　　定　　財

歳

正

　　源
一般財源 区　　

　

分 金　　額 事 業 別 区 分

額

内 訳
国府支出金 地 方

計

 債 そ の 他

千円 千円

△15,111

千

1 後期高齢者医療広

円

 18 負担金、補助

　

9

及び交付金 △15,1

7

111 後期高

6

齢者 976,219 △

,

15,111 961,

2

108 18 負担金

1

、補 △15,111

9 △1

域連合納付事業 △15

5

,111 　保険料等

　

,

負担金医療広

1

域連 助及び交付

11

合納付

9

金 金

61,

計 9

1

76,219 △15,

0

111 961,108

出

8

△15,111

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

（単位：千円）

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項)
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３　

1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域

補

連合納付金

　正

本　年　

　

度　の　財　源　内　

前

訳 節 説　　　　　　　

補

明
目 補正前の額 補　正

　

　額 計 特　　定　　財

歳

正

　　源
一般財源 区　　

　

分 金　　額 事 業 別 区 分

額

内 訳
国府支出金 地 方

計

 債 そ の 他

千円 千円

△15,111

千

1 後期高齢者医療広

円

 18 負担金、補助

　

9

及び交付金 △15,1

7

111 後期高

6

齢者 976,219 △

,

15,111 961,

2

108 18 負担金

1

、補 △15,111

9 △1

域連合納付事業 △15

5

,111 　保険料等

　

,

負担金医療広

1

域連 助及び交付

11

合納付

9

金 金

61,

計 9

1

76,219 △15,

0

111 961,108

出

8

△15,111

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

（単位：千円）

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項)
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令 和２年度泉大津市水道事業会計補正予算

（補正第３号）
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議案第１１号 

 

令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算 

 

第１条 令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条 令和２年度泉大津市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額） （  計  ） 

                     収                    入 

第１款 水道事業収益  1,935,541千円    △30,361千円   1,905,180千円 

   第１項 営業収益   1,624,973千円   △23,632千円   1,601,341千円 

   第２項 営業外収益    310,568千円    △6,729千円     303,839千円 

                     支                    出 

  第１款 水道事業費用  1,664,682千円    △20,550千円   1,644,132千円 

   第１項 営業費用   1,568,516千円   △20,550千円   1,547,966千円 

第３条 予算第４条本文中「５２８，９８８千円」を「３２９，０３８千円」に、

「５６，３５２千円」を「３１，００９千円」に、「４７２，６３６千円」を

「２９８，０２９千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補

正する。 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額） （  計  ） 

収                    入 

第１款 資本的収入    325,991千円   △91,600千円   234,391千円 

   第１項 企業債     200,000千円   △50,000千円   150,000千円 

   第２項 工事負担金     70,299千円   △41,600千円    28,699千円 

                     支                    出 

  第１款 資本的支出    854,979千円   △291,550千円    563,429千円 

   第１項 建設改良費   682,724千円  △291,550千円   391,174千円 

第４条 予算第５条の表限度額の欄中「２００，０００千円」を「１５０，０００

千円」に改める。 
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  令和３年２月２４日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和２年度泉大津市水道

支 出

収益的収入

2 他 会 計 負 担 金

3

収 入

1 営 業 収 益

2 受 託 工 事 収 益

款 項 目

1 水 道 事 業 収 益

他 会 計 補 助 金

2 営 業 外 収 益

1 水 道 事 業 費 用

款 項 目

1 営 業 費 用

3 受 託 工 事 費
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事業会計補正予算実施計画

△ 20,550 149

千円 千円

△ 20,550 1,644,132

△ 20,550 1,547,966

101,056

補 正 予 定 額 計

△ 6,851

△ 23,632

△ 6,729

0

303,839

千円 千円

補 正 予 定 額 計

△ 30,361

△ 23,632

1,905,180

1,601,341

107,907

20,699

既 決 予 定 額

支 出

及 び 支 出

1,935,541

1,624,973

23,632

収 入

既 決 予 定 額

千円

310,568

10,221

1,664,682

千円

1,568,516

10,343122
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1 企 業 債

1 資 本 的 収 入

資本的収入

収 入

款 項 目

1 企 業 債

2 工 事 負 担 金

1 工 事 負 担 金

支 出

款 項 目

1 資 本 的 支 出

1 建 設 改 良 費

配 水 管 整 備 費

7 堺泉北港水道施設費

8

200,000 △ 50,000 150,000

△ 41,600

150,000

計

千円 千円

△ 91,600

391,174

△ 12,600

補 正 予 定 額

△ 278,950 342,493

28,699

△ 41,600

補 正 予 定 額 計

6,578

234,391

既 決 予 定 額

325,991

及 び 支 出

収 入

200,000

千円

△ 50,000

70,299

70,299

支 出

既 決 予 定 額

千円

854,979

621,443

682,724

19,178

千円

△ 291,550

28,699

千円

△ 291,550 563,429
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200,000 △ 50,000 150,000

△ 41,600

150,000

計

千円 千円

△ 91,600

391,174

△ 12,600

補 正 予 定 額

△ 278,950 342,493

28,699

△ 41,600

補 正 予 定 額 計

6,578

234,391

既 決 予 定 額

325,991

及 び 支 出

収 入

200,000

千円

△ 50,000

70,299

70,299

支 出

既 決 予 定 額

千円

854,979

621,443

682,724

19,178

千円

△ 291,550

28,699

千円

△ 291,550 563,429
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(単位：千円)

（１） 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

賞与等引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

受取利息

支払利息

資産減耗費

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

その他流動負債の増減額（△は減少）

　　　　　　　　小計

利息の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

（２） 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入

他会計からの貸付金返済による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

（３） 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増減額（△は減少）

資金期首残高

資金期末残高

5,117

　　令和２年度泉大津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令和３ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

246,993

394,978

△ 1,081

8,331

△ 1,944

△ 127,213

△ 5,314

59,100

497

50,000

△ 49,408

△ 935

△ 47,130

481,991

5,314

△ 59,100

428,205

△ 266,967

28,699

5,692

2,979,033

△ 182,576

150,000

△ 172,255

△ 22,255

223,374

2,755,659
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令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算に関する説明書

（補正第３号）
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千円 千円 千円

△ 20,55020,699 149

1

収 益 的

既決予定額

3 他 会 計 補 助 金 107,907 △ 6,851 101,056

補正予定額

千円千円

収 益 的

1 水 道 事 業 収 益 1,935,541 △ 30,361 1,905,180

款 項 目 計

千円

1 営 業 収 益 1,624,973 △ 23,632 1,601,341

2 受 託 工 事 収 益 23,632 △ 23,632 0

2 営業外収益 310,568 △ 6,729 303,839

2 他 会 計 負 担 金 10,221 122 10,343

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

1 水 道 事 業 費 用 1,664,682 △ 20,550 1,644,132

営 業 費 用 1,568,516 △ 20,550 1,547,966

受 託 工 事 費3

1 1

△ 7,035

設計業務委託料

21 請 負 工 事 費 △ 17,700

他 会 計 補 助 金 △ 6,851

配水管仮設工事費

備 考金 額

（項） 営業収益

△ 2,850

節

水道事業収益

17

（款）

委 託 料

支 出

他 会 計 負 担 金

各 目 明 細

1

△ 23,632 仮設工事等負担金

1 122

収 入

各 目 明 細

節 金 額 備 考

千円 千円

1 受 託 工 事 収 益

福祉料金実施に要する補
助金

人件費等負担金

千円千円

水道基本料金減額実施に
要する補助金

184
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1 1

△ 7,035

設計業務委託料

21 請 負 工 事 費 △ 17,700

他 会 計 補 助 金 △ 6,851

配水管仮設工事費

備 考金 額

（項） 営業収益

△ 2,850

節

水道事業収益

17

（款）

委 託 料

支 出

他 会 計 負 担 金

各 目 明 細

1

△ 23,632 仮設工事等負担金

1 122

収 入

各 目 明 細

節 金 額 備 考

千円 千円

1 受 託 工 事 収 益

福祉料金実施に要する補
助金

人件費等負担金

千円千円

水道基本料金減額実施に
要する補助金

184
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28,6991 工 事 負 担 金 70,299 △ 41,600

資 本 的

7 堺泉北港水道施設費 19,178 △ 12,600 6,578

千円

資 本 的 収 入

款 項 目

款 項 目

1

千円

企 業 債 200,000

既決予定額

千円

325,991 △ 91,600 234,391

資 本 的

既決予定額 補正予定額 計

1 企 業 債 200,000 △ 50,000 150,000

補正予定額 計

千円 千円 千円

△ 291,550

1 資 本 的 支 出 854,979 △ 291,550 563,429

1 建設改良費 682,724 391,174

8 配 水 管 整 備 費 621,443 △ 278,950 342,493

2 工事負担金 70,299 △ 41,600 28,699

1 △ 50,000 150,000
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1 1

△ 9,600

配水管布設替工事費 △ 110,000

配水管布設工事費 △ 17,250

1

路面復旧工事費 △ 100,000

設計業務委託料

17 委 託 料

配水管布設工事費

△ 3,000 設計業務委託料

21 請 負 工 事 費

各 目 明 細

備 考

千円

資本的収入

節 金 額

（項）

千円

収 入

支 出

堺泉北港水道施設工事負
担金

△ 12,600工 事 負 担 金

配水管布設替工事負担金 △ 29,000

上水道整備事業債水 道 企 業 債1

千円

金 額

各 目 明 細

節 備 考

17

△ 50,000

千円

△ 41,600

企業債

委 託 料 △ 51,700

（款）

21 請 負 工 事 費 △ 227,250
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